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北海道における日本脳炎に係る定期の予防接種を
実施することについての検討（あっせん）〈概要〉

厚生労働省 健康局
結核感染症課 予防接種室

平成26年９月11日
第11回予防接種基本方針部会

資料１



北海道における日本脳炎に係る定期の予防接種を実施
することについての検討（あっせん）

○概要
北海道在住の方から総務省行政評価局に対して、「北海道は日本

脳炎の予防接種を行う必要のない区域に指定されているため、北海
道で生まれ育った子供であっても、将来的には仕事等で国内の日本
脳炎発生地域や海外で生活することも考えられるので、国は国内全
ての市町村で日本脳炎の予防接種を無料で実施してほしい」との申
出があった。
この申出について、総務大臣が開催する行政苦情救済推進会議に

おいて検討した結果、「都道府県域を超えた広域的な移動が頻繁に
行われる現在、全都道府県のうち北海道のみ日本脳炎に係る定期の
予防接種が行われていないことは、国民の利便性や、感染可能性の
ある地域へ未接種者が移動することを考慮した場合、不合理な対応
である」とされた。
このため、総務省行政評価局長から厚生労働省健康局長に対して

「予防接種法第５条第２項の規定に基づき同法施行令第２条におい
て日本脳炎を規定していることの是非等について、厚生科学審議会
において調査審議していただくことが適当」とあっせんが行われた。

平成26年8月22日付け総務省行政評価局長通知
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北海道における日本脳炎に係る定期の予防接種を実施
することについての検討（あっせん）＜参考条文＞

予防接種法（抄）
（市町村長が行う予防接種）
第五条 市町村長は、Ａ類疾病及びＢ類疾病のうち政令で定めるものについ
て、当該市町村の区域内に居住する者であって政令で定めるものに対し、
保健所長（特別区及び地域保健法（昭和二十二年法律第百一号）第五条第
一項の規定に基づく政令で定める市（第十条において「保健所を設置する
市」という。）にあっては、都道府県知事）の指示を受け期日又は期間を
指定して、予防接種を行わなければならない。

２ 都道府県知事は、前項に規定する疾病のうち政令で定めるものについて、
当該疾病の発生状況等を勘案して、当該都道府県の区域のうち当該疾病に
係る予防接種を行う必要がないと認められる区域を指定することができる。

３ 前項の規定による指定があったときは、その区域の全部が当該指定に係
る区域に含まれる市町村の長は、第一項の規定にかかわらず、当該指定に
係る疾病について予防接種を行うことを要しない。

予防接種法施行令（抄）
（市町村長が予防接種を行うことを要しない疾病）
第二条 法第五条第二項の政令で定める疾病は、日本脳炎とする。
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過去１０年の日本脳炎発生状況

年/
平成

発症者数
発生地域

北海道 東北 関東 中部 近畿 中国 四国 九州 沖縄

１６ ５ ０ ０ ０ ０ １ １ ０ ３ ０

１７ ７ ０ ０ ０ ２ ０ ３ ０ ２ ０

１８ ７ ０ ０ ０ ０ ０ １ １ ５ ０

１９ １０ ０ ０ ０ ３ ０ ４ ０ ３ ０

２０ ３ ０ ０ ２ １ ０ ０ ０ ０ ０

２１ ３ ０ ０ ０ ０ １ ０ １ １ ０

２２ ４ ０ ０ ０ １ ０ １ １ １ ０

２３ ９ ０ ０ １ ０ ０ １ ０ ６ １

２４ ２ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ２ ０

２５ ９ ０ ０ ０ １ ３ １ １ ３ ０

計 ５９ ０ ０ ３ ８ ５ １２ ４ ２６ １

○平成16年～平成25年感染症発生動向調査結果
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ブタの日本脳炎ウイルス感染状況（感染症流行予測調査結果）
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予防接種法及び予防接種法施行令について
○過去１０年以上北海道では、日本脳炎の患者は発生していない。

○現段階では、各都道府県における日本脳炎の発生状況等、地域の
実情を勘案して、知事が予防接種を行う必要がない区域を指定するこ
とが可能となる規定自体は見直す必要がないと考えるがいかがか。

○北海道民の感染リスク及び副反応のリスク等を勘案して、北海道にお
いて日本脳炎の予防接種を行うかどうかは、知事の判断となる。

※今後、北海道の専門委員会において、疫学調査の結果や副反応の
頻度等を分析し、ワクチン接種の必要性を検討し、年度内に報告書が
とりまとめられる予定。
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総 評 相 第 1 8 4 号 

平成 26年８月 22日 

 

厚生労働省健康局長 殿 

 

 

 

総務省行政評価局長       

 

 

 

北海道における日本脳炎に係る定期の予防接種を 

実施することについての検討（あっせん） 

 

 

当省では、総務省設置法（平成 11 年法律第 91 号）第４条第 21 号に基づき、行政

機関等の業務に関する苦情の申出につき必要なあっせんを行っています。 

この度、当省に対し、「青森から函館に家族で転居したが、母子手帳に記載されて

いる幼児への日本脳炎の予防接種の案内が市役所から来ないため、函館市のホームペ

ージを確認したところ、北海道は日本脳炎の予防接種を行う必要のない区域に指定さ

れているため、函館市では実施していないと掲載されていた。北海道で生まれ育った

子供であっても、将来的には仕事等で国内の日本脳炎発生地域や海外で生活すること

も考えられるので、国は国内全ての市町村で日本脳炎の予防接種を無料で実施してほ

しい。」との申出がありました。 

この申出について、総務大臣が開催する行政苦情救済推進会議において、民間有識

者の意見を聴取するなどにより検討した結果、下記のとおり、当省としては、都道府

県域を越えた広域的な移動が頻繁に行われる現在、予防接種法施行令（昭和 23 年政

令第 197号）第２条において日本脳炎を規定し、結果として全都道府県のうち北海道

のみ日本脳炎に係る定期の予防接種が行われていないことは、国民の利便性や、感染

可能性のある地域へ未接種者が移動することを考慮した場合、不合理な対応と思われ

ます。 

日本脳炎の地域における発生状況や都道府県域を越えた移動の拡大を踏まえると、

感染の危険性などの疫学的検討については、医師等の専門家を含め、更なる検討を行

う必要があると考えられます。したがって、予防接種法（昭和 23年法律第 68号）第

５条第２項の規定に基づき予防接種法施行令第２条において日本脳炎を規定してい

ることの是非等について、厚生科学審議会において調査審議していただくことが適当

であると考えられます。 

なお、これを踏まえ、貴省において御検討の措置結果等については、平成 26 年 11

月 25日までに当省に回答してください。  
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記 

 

 

１ 日本脳炎の概要、現状等 

 (1) 日本脳炎の症状等 

日本脳炎は、ウイルス感染によって起こる脳等の中枢神経疾患である。人から

人への感染はなく、豚などの体内でウイルスが増殖した後、その豚を刺したコガ

タアカイエカなどが人を刺すことにより感染する。発症者の発生地域は、東アジ

ア、南アジアに広く分布し、脳炎を発症した場合は 20～40％が死亡に至る。患者

の年齢は、65～69歳が最も多く、40歳以上が約 85％を占める。 

日本における発症者数は、平成 15～24 年の 10 年間で 51 人であり、その多く

は九州・沖縄・中国・四国地方で発症している。東日本の主な地域における発症

者は、北海道０人、東北０人、関東３人となっている。 

 

表－１ 日本脳炎の発症者数                  （単位：人） 

年 発症者数 
発症地域 

北海道 東北 関東 中部 近畿 中国 四国 九州 沖縄 

平成 15年 １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ １ 

16 ５ ０ ０ ０ ０ １ ０ ０ ３ ０ 

17 ７ ０ ０ ０ ２ ０ ３ ０ ２ ０ 

18 ７ ０ ０ ０ ０ ０ ２ １ ４ ０ 

19 10 ０ ０ ０ ３ ０ ３ ０ ４ ０ 

20 ３ ０ ０ ２ １ ０ ０ ０ ０ ０ 

21 ３ ０ ０ ０ ０ １ ０ １ １ ０ 

22 ４ ０ ０ ０ １ ０ ０ １ ２ ０ 

23 ９ ０ ０ １ ０ ０ １ ０ ６ １ 

24 ２ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ２ ０ 

計 51 0 0 3 7 2 9 3 25 2 

（注）感染症発生動向調査年報（国立感染症研究所編）に基づき作成した。 

 

また、国立感染症研究所が行っている感染症流行予測調査によると、日本脳炎

ウイルスに対する抗体を保有する豚の割合は、西日本で高く、北海道及び東北で

は低い傾向にある。 

 

 (2)  予防接種法における日本脳炎の位置付け 

予防接種法（昭和 23 年法律第 68 号。以下「法」という。）第２条第２項にお

いて、日本脳炎等がＡ類疾病に指定されており、法第５条第１項において、市町

村長はＡ類疾病などの予防接種を行わなければならないとされている。 
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ただし、法第５条第２項において、都道府県知事は予防接種法施行令（昭和 23

年政令第 197 号。以下「施行令」という。）で定める疾病について、当該疾病の

発生状況等を勘案して予防接種を行う必要がないと認められる区域を指定する

ことができるとされており、施行令第２条により日本脳炎が指定されている。 

また、法第５条第３項により、上記の指定があったときは、全域が指定区域に

含まれる市町村は、当該指定に係る疾病（日本脳炎）について、予防接種を行う

ことを要しないとされている。 

 

(3) 北海道において日本脳炎に係る定期の予防接種が行われていない理由 

    法第５条第２項及び施行令第２条において、都道府県知事は、日本脳炎の定期

予防接種を行う必要がないと認められる地域を指定することができるとされて

おり、これを受け、北海道知事が北海道全土を指定している。 

北海道は、上記の指定を行うに当たり、毎年、北海道感染症危機管理対策協議

会（当協議会の下に、感染症流行調査専門委員会がある。）を開催しており、同

会議において、北海道に日本脳炎のウイルスをもった蚊がほとんどいないこと及

び日本脳炎の発症者がいないことから、日本脳炎の定期予防接種を行う必要がな

いと結論付けている。 

 

(4) 北海道以外における日本脳炎に係る定期の予防接種未実施地域 

現在、予防接種を行う必要がない地域に指定されている区域は北海道のみであ

るが、過去においては、青森県が平成７年度から 10年度まで県全域を定期の予防

接種が必要ない地域として指定していた。 

なお、青森県において、平成 11年度から日本脳炎の定期予防接種が実施されて

いるが、この際には、青森県結核・感染症サーベイランス委員会での議論を経て

いる。当該委員会における議論の内容としては、未接種者が、感染可能性が高い

地域へ移動した際の危険性を考慮して実施する必要性が論じられている。 

 

(5) 定期の予防接種の費用に関する法令 

法第 25条により、定期の予防接種に係る費用は、市町村が支弁することとされ

ており、日本脳炎を含むＡ類疾病の定期の予防接種の費用については、普通交付

税による地方財政措置（公費負担の９割分）が講じられている。 

また、法第 28 条及び施行令第 33 条により、定期の予防接種に要した実費（薬

品費、材料費、予防接種を行うために臨時に雇った者の経費）は、保護者等から

徴収できることとなっている（実際は、ほとんどの市区町村において、接種費用

は無料となっている。）。 

なお、定期の予防接種を受けた者が、疾病や障害の状態になったり、死亡した

場合、その原因が定期の予防接種にあると厚生労働大臣が認定すれば、定期の予

防接種を受けた者が居住していた市町村の長は、法第 16 条及び第 17 条の規定に

基づき、給付を行うこととなっている。 
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(6) 北海道において定期の予防接種が行われた場合の費用 

日本脳炎の 1 回当たりの単価は 6,942 円（厚生労働省が総務省に対する平成 24

年度地方交付税要求時に用いた接種単価）である。 

仮に北海道において平成 24年度に定期の予防接種が行われた場合、費用の試算

値は表－２のとおりである。 

 

表－２ 北海道において日本脳炎の定期予防接種を行った場合の試算 

接種年齢 接種回数 接種人口（道内） 接種単価 接種費用 

１期初回（３歳） ２回  40,000人 6,942円   555,360千円 

１期追加（４歳） １回  40,000人 6,942円   277,680千円 

    ２期（９歳） １回  43,000人 6,942円   298,506千円 

計 ４回 123,000人 ― 1,131,546千円 

（注）１ 「接種年齢」は、国立感染症研究所感染症疫学センターのホームページにある「予防接種スケジュール」 

に示されている「標準的な接種年齢」を記載した。 

２ 「接種人口（道内）」は「総務省人口推計（平成 23年 10月）」に基づき算定した。 

３ 接種率は 100%で試算した。  

 

(7)  日本脳炎等のＡ類疾病に関する発症報告者数及び副反応報告数 

   過去 10 年間におけるＡ類疾病の疾病別報告者数の推移は表－３のとおりであ

り、過去 10年間におけるＡ類疾病の副反応報告の疾病別該当者数の推移は表－４

のとおりである。 

 

表－３ 過去 10 年間におけるＡ類疾病の疾病別報告者数      （単位：人） 

年 日本脳炎 ジフテリア 百日せき ポリオ 麻しん 風しん 破傷風 
結核 

（ＢＣＧ） 

平成 15 1 0 1,544 0 - - 73 - 

16 5 0 2,189 0 - - 101 - 

17 7 0 1,358 0 - - 115 - 

18 7 0 1,504 0 - - 117 - 

19 10 0 2,932 1 - - 89 21,946 

20 3 0 6,753 2 11,013 294 123 28,467 

21 3 0 5,208 0 732 147 113 27,002 

22 4 0 5,388 2 447 87 106 26,906 

23 9 0 4,396 1 439 378 118 31,483 

24 2 0 4,086 0 283 2,386 118 29,317 

（注）１ 厚生労働省健康局の資料に基づき当局が作成した。 

２ 百日せきは小児科での定点把握数であるが、成人患者の報告を含む。 

３ 麻しん及び風しんは平成 19年から全数把握に変更されている。 

４ 現時点における最新のデータは、平成 24年のもので、25年度から定期の予防接種となった３ワクチ 

ン（ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン、ヒトパピローマウイルス感染症ワクチン）に関するデ 

ータは含まれていない。 
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表－４ 過去 10年間におけるＡ類疾病の副反応報告の疾病別該当者数 （単位：人） 

年 度 日本脳炎 ＤＰＴ 麻しん 風しん ポリオ ＭＲ 
結核 

（ＢＣＧ） 

平成 14 55 231 28 11 11 - 95 

  15 80 212 19 12 11 - 85 

  16 65 159 25 8 19 - 84 

  17 23 199 20 12 17 - 102 

  18 3 168 6 5 9 58 98 

  19 6 218 0 1 8 28 110 

  20 9 266 0 1 15 72 140 

  21 28 193 1 0 12 50 74 

  22 125 219 0 0 12 46 87 

  23 121 169 0 0 18 77 93 

（注） １ 厚生労働省健康局の資料に基づき当局が作成した。 

２ 数字は有害事象を含む全ての副反応の報告であり、重症・軽症は分別されていない。 

３ DPTはジフテリア、百日せき、破傷風の３種混合を、MRは麻しん・風しん混合ワクチンを示す。 

４ 現時点における最新のデータは、平成 23年度のものである。したがって、平成 24年度のデータ及 

び 25年度から定期の予防接種となった３ワクチン（ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン、ヒト 

パピローマウイルス感染症ワクチン）に関するデータは含まれていない。 

 

２ 関係行政機関の意見  

(1)  厚生労働省健康局結核感染症課 

ア 北海道において日本脳炎に係る定期の予防接種が行われていない理由等 

法第５条第２項及び施行令第２条の規定において、都道府県知事は、日本脳

炎については地域における発生状況等を勘案して、当該地域において定期の予

防接種として実施しなくてもよいこととされている。 

定期の予防接種は、疾病のまん延防止や罹患した場合の重症化防止等を目的

として、疾病の発生及びまん延防止のために必要であることなどの諸事情を総

合的に勘案して、まれに発生する副反応による健康被害を合理化できる程度の

政策的必要性を有すると判断される場合に実施されるものである。このような

観点から、各地域の状況によって定期の予防接種として実施しないことができ

るとする規定を設けることは合理的と考えられる（定期の予防接種の対象疾病

に住民が罹患する可能性が極めて低い地域について、あえて定期の予防接種を

実施することは、まれとはいえ一定の頻度で発生しうる副反応のリスクに晒す

ことになり、政策判断として合理的とは言えない。）。 

実際、北海道では毎年度、疫学調査の実施や感染症危機管理対策協議会の開

催を通じて、定期の予防接種を実施するか必要性を検討した上で、日本脳炎を

定期の予防接種として実施しないという施策判断が行われている。 

このように、科学的知見に基づき定期の予防接種として実施しないという判

断を行っている北海道に対し、国が定期の予防接種の実施義務を課し、接種勧

奨を行うことを求めることや、被接種者本人やその保護者に対して接種を受け
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る努力義務を課すことは、感染症の流行状況と一定の副反応が不可避的に発生

するワクチン接種の特性を勘案すれば、施策判断として適当とは言えないと考

えられる。 

このことから、日本脳炎の発生がみられない又は日本脳炎に罹患する可能性

が極めて低い地域である北海道が、行政判断として日本脳炎のワクチン接種を

定期の予防接種として実施しないことは不合理ではなく、地方自治の本旨に照

らしても、国はその判断を尊重する立場にあると考えられる。 

また、定期の予防接種の実施は自治事務という観点からも、科学的な知見に

基づく判断により定期の予防接種を行っている地域と行っていない地域とが

あったとしても、いずれも自治事務の範疇であり、国民に格差が生じていると

評価することは適当ではなく（仮に「格差」と称されるにしても、これは合理

的な「格差」だと考えられる。）、国民に対する格差を認めるものではない。 

 

イ 北海道に対する日本脳炎の定期の予防接種に係る技術的助言 

北海道では毎年度、疫学調査の実施や感染症危機管理対策協議会の開催を通

じて、定期の予防接種を実施するか必要性を検討した上で、日本脳炎を定期の

予防接種として実施しないという施策判断が行われており、国としてもその判

断を尊重するものである。 

仮に国が北海道の判断に反して、日本脳炎の定期の予防接種の実施を求める

指導等を行うのであれば、北海道に対して定期の予防接種を実施しなければな

らない科学的な根拠を明示することが前提となるが、感染症の流行状況など疫

学的な観点からもその根拠に乏しいのが現状である。 

このように科学的根拠の乏しい状況にあるにもかかわらず、国が日本脳炎の

定期の予防接種を行う必要がないとする区域の指定を解除する技術的助言を行

うことは適当ではないと考えられる。 

 

ウ  厚生科学審議会での検討について 

総務省の行政苦情救済推進会議（以下「推進会議」という。）における本件

の論点（北海道において日本脳炎の定期予防接種を実施することについて）は、

国民の利便性等といった観点からは一定程度理解することはできる。 

一方、厚生科学審議会（予防接種・ワクチン分科会。以下「審議会」という。）

は予防接種法に基づき疾病のまん延防止や予防接種の効果等の観点から予防

接種及びワクチンに関する調査審議（特に定期の予防接種の対象疾病の検討、

ワクチンの有効性・リスクなどの評価等）を行っている。 

仮に推進会議から指摘のあった事項（被接種者個人の利便性を考慮すること

や地域ごとで定期の予防接種の実施状況が異なること等）について、審議会で

議題としたとしても、感染症対策、あるいは予防接種施策という観点から専門

家が評価することになるため、感染症の流行状況など、疫学的な点でも引き続

き北海道が日本脳炎を定期の予防接種として実施しないことや、科学的根拠に
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基づき日本脳炎を全国一律に定期の予防接種として実施する必要性がないこ

とについて、議題とする利益は乏しいと考えられる。 

 

(2)  北海道保健福祉部健康安全局地域保健課 

ア  日本脳炎に係る区域の指定については北海道感染症危機管理対策協議会（同

協議会の下に、感染症流行調査専門委員会がある。）における専門家の意見を踏

まえて決定しており、定期の予防接種を行う必要がない理由としては、昭和 45

年以降、日本脳炎の発症者がいないこと及び日本脳炎に対する抗体を保有して

いる豚がほとんどいない（年間１頭又は０頭）ことが挙げられる。 

仮に、抗体を保有する豚が増加した場合などは、当該協議会等の意見を踏まえ、

日本脳炎に係る区域の指定を行わないこともあり得る。 

なお、これまで市町村から区域指定を行わないようにとの要望は受けていない

が、当該協議会等の場で日本脳炎の定期予防接種を北海道においても行うべきと

の結論が出された場合は、実施主体である市町村に対して、意見を聴くことにな

ると思われる。 

 

イ  日本脳炎が定期の予防接種となっていないことに対する苦情や意見について、

過去に数件寄せられている。 

主な内容は、北海道においては日本脳炎が任意接種であることから、自己負担

により接種しなければならないことに対するものである。 

 

ウ  転居や旅行などにより日本脳炎に感染する危険性が高い地域を訪れる際は、

各自の判断で、任意の予防接種を受けるなどして対処してほしい。 

なお、HTLV-1（注）のように九州・沖縄地方特有の疾患とされていたが、人の

移動を考慮し、全国で抗体検査を実施するようになった例もあることから、日本

脳炎についても法令を改正し、都道府県知事による区域指定の規定を削除するこ

とにより、人の移動による感染の懸念を解消する方法も考えられる。 
（注）HTLV-1 は、白血病・リンパ腫、脊髄症及びぶどう膜炎などの疾患を引き起こすウィル

ス感染症で九州・沖縄地方を含む南西日本に特に多く見られる。 

 

(3) 札幌市保健所感染症総合対策課 

ア 札幌市において、日本脳炎の定期予防接種が行われていないことに対する苦情

や意見は年間１、２件の頻度で寄せられており、子供が将来北海道外に住むかも

しれないこと、旅行や転勤で本州を訪れる可能性がある等、道外への転出又は道

外からの転入があることから定期の予防接種を行ってほしいというものである。 

また、日本脳炎の予防接種が受けられる医療機関についての照会が、年間 10

件前後ある。 

なお、これらの相談は、北海道外から転勤等により札幌市へ転入した方からの

ものが多い。 
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イ 北海道に居住している限り、日本脳炎に感染・発症する可能性は限りなく低く、

日本脳炎の予防接種に対する需要もほとんどないと思われることから、感染可能

性が高い地域を訪れる際は各自の事情や判断に基づき、任意で予防接種を受けて

ほしい。 

 

３ 改善の必要性 

  厚生労働省は、日本脳炎の定期予防接種については、法第５条第２項及び施行令

第２条の規定において、都道府県知事が、地域における疾病の発生状況等を勘案し

て、当該地域において定期の予防接種として実施しなくてもよいこととされている

と説明している。 

しかしながら、日本脳炎の定期の予防接種を行っていないのは、全都道府県のう

ち北海道のみであり、他の都府県から北海道へ転居し、予防接種を希望する者は、

それまで居住していた都府県で実質自己負担なしで受けられていた定期の予防接

種を、自己の負担により任意の予防接種として受ける必要がある状況となっている。 

また、北海道に居住する者にとっては、国立感染症研究所感染症疫学センターが

示している接種時期（３歳時に２回、４歳時に１回、９歳時に１回）に定期の予防

接種を受けられないおそれがある。 

関係行政機関の意見から、北海道における日本脳炎への感染・発症の可能性は、

限りなく低いことは理解できるが、都道府県域を越えた広域的な移動が頻繁に行わ

れる現在、北海道のみ日本脳炎の定期の予防接種が行われていないことは、国民の

利便性や、感染可能性のある地域へ未接種者が移動することを考慮した場合、法第

５条第２項に基づき施行令第２条で日本脳炎を規定していることは不合理な対応

と思われる。 

一方で、日本脳炎の地域における発生状況、予防接種を行った際の副反応の危険

性及び都道府県域を越えた移動が拡大した中で、感染性の危険性については、医師

等の専門家を含めて更なる検討を行う必要があると考えられる。 

   したがって、厚生労働省は、法第５条第２項の規定に基づき予防接種法施行令第

２条において日本脳炎を規定していることの是非等について厚生科学審議会にお

いて調査審議していただくことが適当であると考えられる。 
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感染症法における水痘の取扱いについて
（平成26年6月感染症部会審議結果）

資料３

＜第5回感染症部会資料抜粋＞

厚生労働省 健康局
結核感染症課 予防接種室

平成26年９月11日
第11回予防接種基本方針部会



○ 今般、水痘、成人肺炎球菌について平成26年10月を目処に定期接種が実施される予定である。

○ また、平成26年4月から施行された「予防接種基本計画」 の「第６ 予防接種の有効性及び安全性の
向上に関する施策を推進するための基本的事項」において、国は、科学的根拠に基づくデータを可能な限
り収集し、感染症発生動向調査による疾病の発生状況及び重篤度の評価、感染症流行予測調査による抗体
保有状況の調査並びにワクチンの国家検定による適正管理等を通じて、予防接種の有効性及び安全性の向
上を図る、とされている。そのため、水痘についても、定期接種の導入後における当該ワクチンの有効性
及び安全性の評価のため、水痘の発生状況及び重篤度の評価をする必要がある。

○ 現在、水痘は感染症法の５類感染症として位置づけられ、小児科定点からの届出対象疾病になってい
るが、重篤度が高いと想定される水痘の入院症例かどうかは把握されていない。今後、ワクチン接種によ
り、疾病の発生動向は大きく変化することが想定されており、水痘についても、その動向を十分に把握で
きる体制を講じておく必要がある。

背景

○ 水痘の重症例は、水痘に伴う軟部組織の感染症、脳炎、肺炎、肝炎等の合併症を有し、その多くは入院
して治療を受けていると考えられる。
○ また、水痘の定期接種化の効果が最も顕著に表れるのは、重症水痘の減少であると推定される。
したがって、水痘の入院症例を全数届出対象に追加して、主として重症例の発生動向を把握することによ
りワクチン評価の一つとしたい。なお、小児科定点からの報告も継続し、定点報告数の推移も評価の指標
の一つとする。

必要な対応

2

水痘のサーベイランスの強化について

水痘の発生動向調査において、これまでの小児科定点報告を継続しつつ、
入院症例の全数を把握することとした。【省令改正】
（平成26年９月９日公布）（平成26年９月19日施行）

結論



【変更前】 【Ｈ26.9.19～】

水痘のサーベイランス変更のイメージ

水痘 水痘

小児科定点把握

（※水痘として届出）

入院患者を全数把握

※水痘（入院例に限る）として届出

・発熱や水痘に特有の発疹等から、
水痘と診断した患者のうち、

・入院している症例届出対象とする

現状のまま

水痘の
入院患者を
全数報告化

小児科定点把握

（※水痘として届出）
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第６ 予防接種の有効性及び安全性の向上に関する
施策を推進するための基本的事項

（参考）予防接種基本計画の概要

○「予防接種・ワクチンで防げる疾病は予防すること」を基本
的な理念とすること。
○予防接種の効果及びリスクについて、科学的根拠を基に比較
衡量する。

国：定期接種の対象疾病等の決定及び普及啓発等。
都道府県：関係機関等との連携及び保健所等の機能強化等。
市町村：適正かつ効率的な予防接種の実施、健康被害の救済等。
医療関係者：予防接種の実施、医学的管理等。
製造販売業者：安全かつ有効なワクチンの研究開発、安定的な
供給等。
被接種者及び保護者：正しい知識を持ち、自らの意思で接種す
ることについて十分認識・理解。
その他（報道機関、教育関係者、各関係学会等）：予防接種の
効果及びリスクに関する普及啓発等。

○当面の目標を「ワクチン・ギャップ」の解消、接種率の向上、
新たなワクチン開発、普及啓発等とする。
○おたふくかぜ、Ｂ型肝炎及びロタウイルス感染症について、
検討した上で必要な措置を講じる。
○予防接種基本計画は少なくとも５年毎に再検討。必要がある
ときは、変更。

○ワクチンの価格に関する情報の提供。
○健康被害救済制度については、客観的かつ中立的な審査を実
施。制度の周知等を実施。
○接種記録については、母子健康手帳の活用を図る。国は、予
防接種台帳のデータ管理の普及及び活用について検討。

○６つのワクチン（ＭＲワクチンを含む混合ワクチン、ＤＰＴ
－ＩＰＶを含む混合ワクチン、改良されたインフルエンザワク
チン、ノロウイルスワクチン、ＲＳウイルスワクチン及び帯状
疱疹ワクチン）を開発優先度の高いワクチンとする。
○危機管理の観点から、ワクチンを国内で製造できる体制を整
備する必要。

○科学的根拠に基づくデータを収集。有効性及び安全性を向上。
○定期接種の副反応報告については、審議会において定期的に
評価、検討及び公表する仕組みを充実。

○ＷＨＯ等との連携を強化。
○諸外国の予防接種制度の動向等の把握に努める。

○同時接種、接種間隔等について、分科会等で検討。
○衛生部局以外の部局との連携を強化。 4

第２ 国、地方公共団体その他関係者の予防接種
に関する役割分担に関する事項

第１ 予防接種に関する施策の総合的かつ計画的
な推進に関する基本的な方向

第３ 予防接種に関する施策の総合的かつ計画的
な推進に係る目標に関する事項

第４ 予防接種の適正な実施に関する施策を推進
するための基本的事項

第５ 予防接種の研究開発の推進及びワクチンの供給の
確保に関する施策を推進するための基本的事項

第７ 予防接種に関する国際的な連携に関する事項

第８ その他予防接種に関する施策の総合的かつ
計画的な推進に関する重要事項



感 染 症 類 型 感 染 症 名 等

１ 類 感 染 症 法 エボラ出血熱,クリミア・コンゴ出血熱,痘そう ,南米出血熱,ペスト,マールブルグ病 ,ラッサ熱

２ 類 感 染 症 法 , ,重症急性呼吸器症候群（SARSコロナウイルスに限る）, ,鳥インフルエン急性灰白髄炎 ジフテリア 結核
ザ（病原体がインフルエンザウイルスＡ属インフルエンザＡウイルスであってその血清亜型がＨ５Ｎ１
であるものに限る。以下「鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１）」という。）

３ 類 感 染 症 法 腸管出血性大腸菌感染症,コレラ ,細菌性赤痢,腸チフス ,パラチフス

４ 類 感 染 症 法 Ｅ型肝炎,Ａ型肝炎,黄熱,Ｑ熱,狂犬病,炭疽,鳥インフルエンザ（鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１）を除く。）,ボツ
リヌス症,マラリア,野兎病

政令 ウエストナイル熱,エキノコックス症,オウム病,オムスク出血熱,回帰熱,キャサヌル森林病,コクシジオイデス症,サル痘,重症熱
性血小板減少症候群,腎症候性出血熱,西部ウマ脳炎,ダニ媒介脳炎,チクングニア熱,つつが虫病,デング熱,東部ウマ脳炎,
ニパウイルス感染症,日本紅斑熱, ,ハンタウイルス肺症候群,Ｂウイルス病,鼻疽,ブルセラ症,ベネズエラウマ脳炎,日本脳炎
ヘンドラウイルス感染症,発しんチフス,ライム病,リッサウイルス感染症,リフトバレー熱,類鼻疽,レジオネラ症,レプトスピラ症,
ロッキー山紅斑熱

５ 類 感 染 症 法 ,ウイルス性肝炎（Ｅ型肝炎及びＡ型肝インフルエンザ（鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。）
炎を除く。）,クリプトスポリジウム症,後天性免疫不全症候群,性器クラミジア感染症,梅毒, メチシリン耐性黄色ブドウ麻しん,
球菌感染症

省令 アメーバ赤痢,ＲＳウイルス感染症,咽頭結膜熱,Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎,感染性胃腸炎,急性出血性結膜炎,急性脳炎
（ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱
を除く。）,クラミジア肺炎（オウム病を除く。）,クロイツフェルト・ヤコブ病,劇症型溶血性レンサ球菌感染症,細菌性髄膜炎（,

侵襲性インフル侵襲性インフルエンザ菌感染症,侵襲性髄膜炎菌感染症,侵襲性肺炎球菌感染症を除く。）,ジアルジア症,
,侵襲性髄膜炎菌感染症, , ,性器ヘルペスウイルス感染症,尖圭コンジローマ,エンザ菌感染症 侵襲性肺炎球菌感染症 水痘

先天性風しん症候群,手足口病,伝染性紅斑,突発性発しん ,バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症,バンコマイ,破傷風
シン耐性腸球菌感染症, ,ペニシリン耐性肺炎球菌感染症,へルパンギーナ,マイコプラズマ肺炎,無菌性髄膜百日咳,風しん
炎,薬剤耐性アシネトバクター感染症,薬剤耐性緑膿菌感染症,流行性角結膜炎 流行性耳下腺炎,淋菌感染症,

新型インフル 法 新型インフルエンザ,再興型インフルエンザ
エ ン ザ 等
感 染 症

※ 下線の感染症は、定点把握対象疾患
※ 赤字の感染症は、定期接種対象疾患
※ 青字の感染症は、平成26年導入予定のワクチン接種対象疾患

（参考）現行の感染症サーベイランスの疾病分類
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（参考） 指定届出機関（定点）における届出対象疾患について

指定届出機関 届出の対象となる感染症名等

小児科定点
RSウイルス感染症、咽頭結膜炎、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、
感染性胃腸炎、水痘、手足口病、伝染性紅斑、突発性発しん、百日咳、ヘ
ルパンギーナ、流行性耳下腺炎

インフルエンザ定点 インフルエンザ
（鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。）

眼科定点 急性出血性結膜炎、流行性角結膜炎

性感染症定点 性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマ、
淋菌感染症

基幹定点

インフルエンザ（鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除
くインフルエンザによる入院患者。）、クラミジア肺炎（オウム病を除
く。）、細菌性髄膜炎（侵襲性インフルエンザ菌感染症、侵襲性髄膜炎菌
感染症、侵襲性肺炎球菌感染症を除く。）、ペニシリン耐性肺炎球菌感染
症、マイコプラズマ肺炎、無菌性髄膜炎、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌
感染症、薬剤耐性アシネトバクター感染症、薬剤耐性緑膿菌感染症、感染
性胃腸炎（病原体がロタウイルスであるものに限る。）
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再々改訂総合表　都道府県別麻しんワクチン接種率　2013年度最終評価　接種対象群別結果一覧

2013年4月1日～2014年3月31日

95％以上 90～95％未満 80～90％未満 70～80％未満 70％未満

No. 都道府県 第1期 第2期
95.5 93.0

1 北海道 94.2 94.7
2 青森県 94.0 95.6
3 岩手県 95.1 94.5
4 宮城県 98.6 93.3
5 秋田県 97.4 96.3
6 山形県 97.2 95.0
7 福島県 93.2 91.6
8 茨城県 96.3 94.7
9 栃木県 97.3 93.5

10 群馬県 96.7 95.2
11 埼玉県 95.9 92.4
12 千葉県 96.4 92.9
13 東京都 95.9 89.7
14 神奈川県 96.3 91.1
15 新潟県 96.3 96.3
16 富山県 94.2 94.7
17 石川県 94.7 95.1
18 福井県 94.8 94.7
19 山梨県 95.4 93.8
20 長野県 97.2 94.0
21 岐阜県 96.5 91.4
22 静岡県 97.0 93.0
23 愛知県 96.4 94.4
24 三重県 95.5 92.1
25 滋賀県 95.6 93.3
26 京都府 91.0 94.3
27 大阪府 95.1 92.2
28 兵庫県 95.4 94.0
29 奈良県 94.5 92.8
30 和歌山県 95.6 93.9
31 鳥取県 98.6 93.8
32 島根県 94.3 94.6
33 岡山県 94.5 94.9
34 広島県 94.5 91.1
35 山口県 96.2 93.8
36 徳島県 94.2 92.5
37 香川県 92.9 95.5
38 愛媛県 96.0 91.5
39 高知県 95.1 92.1
40 福岡県 96.6 94.5
41 佐賀県 93.7 93.9
42 長崎県 91.3 93.9
43 熊本県 92.6 97.3
44 大分県 94.5 94.5
45 宮崎県 94.5 94.6
46 鹿児島県 94.8 88.5
47 沖縄県 92.3 88.9

厚生労働省健康局結核感染症課、国立感染症研究所感染症疫学センター
※　各接種率は、小数点第二位以下を四捨五入

合計



再々改訂総合表　都道府県別風しんワクチン接種率　2013年度最終評価　接種対象群別結果一覧

2013年4月1日～2014年3月31日

95％以上 90～95％未満 80～90％未満 70～80％未満 70％未満

No. 都道府県 第1期 第2期
95.5 93.0

1 北海道 94.2 94.7
2 青森県 94.0 95.6
3 岩手県 95.1 94.5
4 宮城県 98.6 93.3
5 秋田県 97.3 96.3
6 山形県 97.2 95.0
7 福島県 93.2 91.6
8 茨城県 96.3 94.7
9 栃木県 97.3 93.5

10 群馬県 96.7 95.2
11 埼玉県 95.9 92.4
12 千葉県 96.4 92.9
13 東京都 95.9 89.7
14 神奈川県 96.3 91.1
15 新潟県 96.3 96.3
16 富山県 94.2 94.7
17 石川県 94.7 95.1
18 福井県 94.8 94.7
19 山梨県 95.3 93.8
20 長野県 97.2 94.0
21 岐阜県 96.5 91.4
22 静岡県 97.0 93.0
23 愛知県 96.4 94.4
24 三重県 95.5 92.1
25 滋賀県 95.6 93.3
26 京都府 91.0 94.3
27 大阪府 95.1 92.2
28 兵庫県 95.4 94.0
29 奈良県 94.6 92.8
30 和歌山県 95.6 93.9
31 鳥取県 98.6 93.8
32 島根県 94.3 94.6
33 岡山県 94.5 94.8
34 広島県 94.6 91.1
35 山口県 96.2 93.8
36 徳島県 94.2 92.5
37 香川県 92.9 95.5
38 愛媛県 96.0 91.5
39 高知県 95.1 92.1
40 福岡県 96.5 94.5
41 佐賀県 93.7 93.9
42 長崎県 91.3 93.9
43 熊本県 92.6 97.3
44 大分県 94.5 94.5
45 宮崎県 94.5 94.6
46 鹿児島県 94.8 88.5
47 沖縄県 92.3 88.9

厚生労働省健康局結核感染症課、国立感染症研究所感染症疫学センター
※　各接種率は、小数点第二位以下を四捨五入

合計



平成25年度　（2013　年度）
再々改訂第１期　麻しん風しんワクチン接種状況
【2013年4月1日～2014年3月31日】

麻しんワクチン接種率：95.5　％
（宮城県　98.6　％　～　京都府　91.0　％）
※麻しんワクチン接種率（％）

＝(麻しん風しん混合ワクチン接種者数+麻しん単抗原ワクチン接種者数)/接種対象者数×100

風しんワクチン接種率：95.5　％
（宮城県　98.6　％　～　京都府　91.0　％）
※風しんワクチン接種率（％）

＝(麻しん風しん混合ワクチン接種者数+風しん単抗原ワクチン接種者数)/接種対象者数×100

95％以上
90％以上95％未満
85％以上90％未満
80％以上85％未満
75％以上80％未満
75％未満

※地図は麻しんワクチン接種率に基づく色分け

厚生労働省健康局結核感染症課，国立感染症研究所感染症疫学センター



平成25年度　（2013　年度）
再々改訂第１期　麻しん風しんワクチン接種状況
【2013年4月1日～2014年3月31日】

麻しんワクチン接種率：93　％
（熊本県　97.3　％　～　鹿児島県　88.5　％）
※麻しんワクチン接種率（％）

＝(麻しん風しん混合ワクチン接種者数+麻しん単抗原ワクチン接種者数)/接種対象者数×100

風しんワクチン接種率：93　％
（熊本県　97.3　％　～　鹿児島県　88.5　％）
※風しんワクチン接種率（％）

＝(麻しん風しん混合ワクチン接種者数+風しん単抗原ワクチン接種者数)/接種対象者数×100

95％以上
90％以上95％未満
85％以上90％未満
80％以上85％未満
75％以上80％未満
75％未満

※地図は麻しんワクチン接種率に基づく色分け

厚生労働省健康局結核感染症課，国立感染症研究所感染症疫学センター



順位は麻しんワクチン接種率⑤に基づく
接種対象者数①は2013年10月１日現在の第１期対象者の数、②、③、④は2013年度における接種者の数
ＭＲワクチン：麻しん風しん混合ワクチン

2013年度 第１期
2013年4月1日～2014年3月31日

95％以上 90～95％未満 80～90％未満 70～80％未満 70％未満

麻しん風しん
ワクチン接種
対象者数
(人)：①

MRワクチン
接種者数(人)：
②

麻しん単抗原
ワクチン接種者
数(人)：③

風しん単抗原
ワクチン接種者
数(人)：④

麻しんワクチン
接種率（%）
：⑤＝(②+
③)/①×100

風しんワクチン
接種率（%）
：⑥＝(②+
④)/①×100

1,051,564 1,004,521 107 85 95.5 95.5
宮城県 18,659 18,402 1 0 98.6 98.6
鳥取県 4,668 4,603 0 0 98.6 98.6

3 秋田県 6,455 6,283 1 0 97.4 97.3
4 栃木県 16,019 15,584 1 0 97.3 97.3

山形県 8,372 8,141 0 0 97.2 97.2
長野県 17,174 16,684 1 2 97.2 97.2

7 静岡県 31,279 30,340 3 2 97.0 97.0
8 群馬県 15,184 14,688 1 1 96.7 96.7
9 福岡県 45,798 44,212 8 3 96.6 96.5

10 岐阜県 16,954 16,356 2 1 96.5 96.5
千葉県 49,818 48,024 5 6 96.4 96.4
愛知県 69,587 67,108 0 0 96.4 96.4
茨城県 23,263 22,391 1 1 96.3 96.3
神奈川県 76,421 73,602 9 4 96.3 96.3
新潟県 17,348 16,705 1 3 96.3 96.3

16 山口県 10,944 10,530 2 1 96.2 96.2
17 愛媛県 11,192 10,743 0 0 96.0 96.0

埼玉県 59,197 56,792 4 5 95.9 95.9
東京都 107,851 103,370 22 21 95.9 95.9
滋賀県 13,501 12,904 1 1 95.6 95.6
和歌山県 7,507 7,177 0 0 95.6 95.6

22 三重県 15,235 14,549 0 0 95.5 95.5
山梨県 6,455 6,154 1 0 95.4 95.3
兵庫県 47,100 44,940 2 2 95.4 95.4
岩手県 9,300 8,843 0 0 95.1 95.1
大阪府 74,156 70,513 20 5 95.1 95.1
高知県 5,139 4,886 0 0 95.1 95.1
福井県 6,701 6,350 0 0 94.8 94.8
鹿児島県 15,072 14,284 0 0 94.8 94.8

30 石川県 9,654 9,139 2 0 94.7 94.7
奈良県 10,764 10,174 1 11 94.5 94.6
岡山県 16,514 15,598 1 4 94.5 94.5
広島県 25,225 23,849 1 5 94.5 94.6
大分県 9,755 9,221 1 0 94.5 94.5
宮崎県 9,943 9,392 0 1 94.5 94.5

36 島根県 5,624 5,301 0 0 94.3 94.3
北海道 38,758 36,524 3 2 94.2 94.2
富山県 8,107 7,637 0 0 94.2 94.2
徳島県 5,935 5,592 0 1 94.2 94.2

40 青森県 9,170 8,620 0 0 94.0 94.0
41 佐賀県 7,561 7,083 0 1 93.7 93.7
42 福島県 13,868 12,924 2 0 93.2 93.2
43 香川県 8,480 7,877 0 0 92.9 92.9
44 熊本県 16,248 15,050 0 0 92.6 92.6
45 沖縄県 16,971 15,657 0 0 92.3 92.3
46 長崎県 11,934 10,891 1 1 91.3 91.3
47 京都府 20,704 18,834 9 1 91.0 91.0

厚生労働省健康局結核感染症課、国立感染症研究所感染症疫学センター
※　各接種率は、小数点第二位以下を四捨五入

20

再々改訂表1-1　2013年度　第１期　麻しん風しんワクチン接種率全国集計結果　2014年3月31日現在、最終評価

順位 都道府県

第１期

合計

1

5

11

13

18

23

25

28

31

37



順位は麻しんワクチン接種率⑤に基づく
接種対象者数①は2013年4月１日現在の第２期対象者の数、②、③、④は2013年度における接種者の数
ＭＲワクチン：麻しん風しん混合ワクチン

2013年度 第２期
2013年4月1日～2014年3月31日

95％以上 90～95％未満 80～90％未満 70～80％未満 70％未満

麻しん風しん
ワクチン接種
対象者数
(人)：①

MRワクチン
接種者数(人)：
②

麻しん単抗原
ワクチン接種者
数(人)：③

風しん単抗原
ワクチン接種者
数(人)：④

麻しんワクチン
接種率（%）
：⑤＝(②+
③)/①×100

風しんワクチン
接種率（%）
：⑥＝(②+
④)/①×100

1,102,300 1,024,753 79 76 93.0 93.0
1 熊本県 16,333 15,888 0 0 97.3 97.3

秋田県 7,477 7,200 0 0 96.3 96.3
新潟県 18,701 18,006 3 1 96.3 96.3

4 青森県 10,179 9,735 0 0 95.6 95.6
5 香川県 8,743 8,349 0 0 95.5 95.5
6 群馬県 17,334 16,496 1 2 95.2 95.2
7 石川県 10,493 9,984 0 0 95.1 95.1
8 山形県 9,338 8,872 0 0 95.0 95.0
9 岡山県 17,450 16,543 9 7 94.9 94.8

北海道 41,191 39,016 2 2 94.7 94.7
茨城県 25,265 23,914 1 3 94.7 94.7
富山県 8,877 8,405 2 1 94.7 94.7
福井県 7,273 6,885 0 0 94.7 94.7
島根県 5,920 5,602 0 0 94.6 94.6
宮崎県 10,523 9,953 1 0 94.6 94.6
岩手県 10,240 9,679 1 0 94.5 94.5
福岡県 46,658 44,076 2 0 94.5 94.5
大分県 10,180 9,624 0 1 94.5 94.5

19 愛知県 70,405 66,488 1 0 94.4 94.4
20 京都府 21,879 20,624 3 1 94.3 94.3

長野県 18,890 17,750 1 0 94.0 94.0
兵庫県 49,414 46,441 1 3 94.0 94.0
和歌山県 7,987 7,503 0 0 93.9 93.9
佐賀県 7,921 7,435 0 0 93.9 93.9
長崎県 12,136 11,396 0 0 93.9 93.9
山梨県 7,180 6,733 0 1 93.8 93.8
鳥取県 5,071 4,757 0 0 93.8 93.8
山口県 11,836 11,106 2 0 93.8 93.8

29 栃木県 17,556 16,422 0 0 93.5 93.5
宮城県 19,969 18,623 1 0 93.3 93.3
滋賀県 14,103 13,154 2 6 93.3 93.3

32 静岡県 33,752 31,395 0 1 93.0 93.0
33 千葉県 53,922 50,080 3 5 92.9 92.9
34 奈良県 11,762 10,914 0 1 92.8 92.8
35 徳島県 6,294 5,823 0 0 92.5 92.5
36 埼玉県 63,712 58,864 4 5 92.4 92.4
37 大阪府 76,217 70,264 12 7 92.2 92.2

三重県 16,583 15,277 1 0 92.1 92.1
高知県 5,722 5,269 0 0 92.1 92.1

40 福島県 15,909 14,574 0 0 91.6 91.6
41 愛媛県 12,074 11,045 0 0 91.5 91.5
42 岐阜県 18,580 16,988 1 1 91.4 91.4

神奈川県 79,416 72,377 8 9 91.1 91.1
広島県 25,881 23,572 2 0 91.1 91.1

45 東京都 103,775 93,101 15 19 89.7 89.7
46 沖縄県 16,878 15,002 0 0 88.9 88.9
47 鹿児島県 15,301 13,549 0 0 88.5 88.5

厚生労働省健康局結核感染症課、国立感染症研究所感染症疫学センター
※　各接種率は、小数点第二位以下を四捨五入

合計

再々改訂表1-2　2013年度　第２期　麻しん風しんワクチン接種率全国集計結果　2014年3月31日現在、最終評価

順位 都道府県

第２期

26

30

38

43

2

10

14

16

21

23



再々改訂表2　2013年度最終評価　都道府県別麻疹ワクチン接種率　伸び率の比較

伸び率が高い5都道府県
2013年3月末と2014年3月末の比較

参考：　2014年3月末 参考：　2013年3月末
第1期 第2期 Ｎｏ．都道府県 第1期 第2期 Ｎｏ．都道府県 第1期 第2期 第3期 第4期

-2.0 -0.7 95.5 93.0 97.5 93.7 88.8 83.2
1 北海道 -2.5 0.2 1 北海道 94.2 94.7 1 北海道 96.7 94.5 84.7 83.8
2 青森県 -5.5 -1.4 2 青森県 94.0 95.6 2 青森県 99.5 97.0 95.6 90.7
3 岩手県 -3.7 0.7 3 岩手県 95.1 94.5 3 岩手県 98.8 93.8 90.9 91.3
4 宮城県 0.3 -2.7 4 宮城県 98.6 93.3 4 宮城県 98.3 96.0 89.9 85.8
5 秋田県 2.3 -0.5 5 秋田県 97.4 96.3 5 秋田県 95.1 96.8 94.5 93.5
6 山形県 -3.3 -1.0 6 山形県 97.2 95.0 6 山形県 101 96.0 93.9 94.8
7 福島県 -1.8 -0.6 7 福島県 93.2 91.6 7 福島県 95 92.2 86.9 83.7
8 茨城県 -1.2 -0.5 8 茨城県 96.3 94.7 8 茨城県 97.5 95.2 96.9 87.6
9 栃木県 -0.2 -1.4 9 栃木県 97.3 93.5 9 栃木県 97.5 94.9 94.9 89.9

10 群馬県 1.4 -0.3 10 群馬県 96.7 95.2 10 群馬県 95.3 95.5 94.7 88.5
11 埼玉県 -2.1 -0.6 11 埼玉県 95.9 92.4 11 埼玉県 98 93.0 88.3 81.2
12 千葉県 -0.9 -0.7 12 千葉県 96.4 92.9 12 千葉県 97.3 93.6 91.4 80.5
13 東京都 -2.1 -2.1 13 東京都 95.9 89.7 13 東京都 98 91.8 87.5 77.3
14 神奈川県 -0.9 -1.8 14 神奈川県 96.3 91.1 14 神奈川県 97.2 92.9 83.6 68.2
15 新潟県 -2.0 -0.5 15 新潟県 96.3 96.3 15 新潟県 98.3 96.8 95.2 91.5
16 富山県 -6.6 -1.7 16 富山県 94.2 94.7 16 富山県 101 96.4 96.4 93.7
17 石川県 -5.1 -0.1 17 石川県 94.7 95.1 17 石川県 99.8 95.2 93.0 90.4
18 福井県 -5.1 -0.5 18 福井県 94.8 94.7 18 福井県 99.9 95.2 94.6 91.5
19 山梨県 -0.8 0.3 19 山梨県 95.4 93.8 19 山梨県 96.2 93.5 90.1 85.5
20 長野県 3.5 -0.6 20 長野県 97.2 94.0 20 長野県 93.7 94.6 93.4 87.0
21 岐阜県 0.7 -0.9 21 岐阜県 96.5 91.4 21 岐阜県 95.8 92.3 91.7 87.4
22 静岡県 -0.7 1.6 22 静岡県 97.0 93.0 22 静岡県 97.7 91.4 88.7 87.9
23 愛知県 -0.4 0.6 23 愛知県 96.4 94.4 23 愛知県 96.8 93.8 86.6 86.9
24 三重県 -1.7 -1.5 24 三重県 95.5 92.1 24 三重県 97.2 93.6 88.5 86.3
25 滋賀県 -3.0 -2.0 25 滋賀県 95.6 93.3 25 滋賀県 98.6 95.3 84.9 84.0
26 京都府 -6.3 0.2 26 京都府 91.0 94.3 26 京都府 97.3 94.1 93.4 79.1
27 大阪府 -3.0 -0.8 27 大阪府 95.1 92.2 27 大阪府 98.1 93.0 89.6 78.2
28 兵庫県 -3.3 0.6 28 兵庫県 95.4 94.0 28 兵庫県 98.7 93.4 87.5 83.0
29 奈良県 -1.0 1.7 29 奈良県 94.5 92.8 29 奈良県 95.5 91.1 85.3 85.5
30 和歌山県 -5.5 -0.4 30 和歌山県 95.6 93.9 30 和歌山県 101 94.3 92.6 87.8
31 鳥取県 -0.4 -1.1 31 鳥取県 98.6 93.8 31 鳥取県 99 94.9 91.7 89.9
32 島根県 -6.3 -1.5 32 島根県 94.3 94.6 32 島根県 101 96.1 94.2 94.7
33 岡山県 -2.1 -0.9 33 岡山県 94.5 94.9 33 岡山県 96.6 95.8 91.6 87.7
34 広島県 -3.1 -1.9 34 広島県 94.5 91.1 34 広島県 97.6 93.0 87.4 82.0
35 山口県 1.9 0.1 35 山口県 96.2 93.8 35 山口県 94.3 93.7 90.9 88.3
36 徳島県 -6.4 -5.1 36 徳島県 94.2 92.5 36 徳島県 101 97.6 91.6 90.0
37 香川県 -5.4 0.2 37 香川県 92.9 95.5 37 香川県 98.3 95.3 91.1 87.3
38 愛媛県 -1.1 -2.3 38 愛媛県 96.0 91.5 38 愛媛県 97.1 93.8 86.5 81.4
39 高知県 -0.3 0.8 39 高知県 95.1 92.1 39 高知県 95.4 91.3 86.8 81.9
40 福岡県 -1.9 -1.4 40 福岡県 96.6 94.5 40 福岡県 98.5 95.9 83.4 79.5
41 佐賀県 -6.0 -0.6 41 佐賀県 93.7 93.9 41 佐賀県 99.7 94.5 88.2 90.2
42 長崎県 -6.8 0.2 42 長崎県 91.3 93.9 42 長崎県 98.1 93.7 89.5 89.2
43 熊本県 -5.5 2.6 43 熊本県 92.6 97.3 43 熊本県 98.1 94.7 91.4 86.9
44 大分県 -3.0 1.4 44 大分県 94.5 94.5 44 大分県 97.5 93.1 89.5 88.2
45 宮崎県 -4.7 0.3 45 宮崎県 94.5 94.6 45 宮崎県 99.2 94.3 90.9 86.3
46 鹿児島県 -0.1 -1.4 46 鹿児島県 94.8 88.5 46 鹿児島県 94.9 89.9 80.3 85.7
47 沖縄県 -1.7 -1.4 47 沖縄県 92.3 88.9 47 沖縄県 94 90.3 78.4 81.4

厚生労働省健康局結核感染症課、国立感染症研究所感染症疫学センター

※　各接種率は、小数点第二位以下を四捨五入

合計

Ｎｏ． 都道府県
伸び率（ポイント）

合計 合計



 

厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会 

ワクチン評価に関する小委員会の設置について 

  

 

                          平成26年９月 日   

             厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会   

予防接種基本方針部会長決定   

 

 

１ 設置の趣旨  

予防接種に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、予防接種

法第３条第１項に基づく「予防接種に関する基本的な計画」においては、

定期接種に位置付けられているワクチンや、現在任意接種とされているワ

クチンについて、今後、その位置付けについて評価及び検討することが求

められている。 

そのため、予防接種法の対象となる疾病・ワクチンの在り方について、

評価項目や評価の方法等を含めた医学的・科学的な視点からの議論を行う

とともに、 各疾病・ワクチンについて、予防接種法の定期接種に位置付け

るかどうかの考え方を整理し、予防接種基本方針部会に報告するため、厚

生科学審議会予防接種・ワクチン分科会運営細則第５条に基づき、予防接

種基本方針部会の下に「ワクチン評価に関する小委員会」を設置する。 

 

 

２ 委員 

・ 委員会の構成は別紙のとおりとする。 

・ 委員会に委員長を置き、予防接種基本方針部会長が指名する。 

・ 委員長は、委員会の事務を掌理する。 

・ 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する者を副委員長とし、 

その職務を代理する。 

・ 委員長は、必要に応じて参考人を招致することができる。 

 

３ その他 

・ 委員会の議事は原則公開とする。ただし、個人情報の保護に支障を及ぼすおそ

れがある場合又は知的財産権その他個人若しくは団体の権利利益が不当に侵

害されるおそれがある場合には、委員長は会議を非公開とすることができる。 

・ 委員会の庶務は、厚生労働省健康局結核感染症課が行うこととする。 

・ その他委員会の運営に必要な事項は、委員長が定める。 

 



 

 
別 紙 
 
 
 
池田 俊也 国際医療福祉大学薬学部薬学科教授 
 

金川 修造 国立国際医療研究センター国際感染症センター 
トラベルクリニック医長 

 
倉根 一郎 国立感染症研究所副所長 
 
近藤 正英 筑波大学准教授 
 
菅沼 明彦 東京都立駒込病院感染症科 
 
多屋 馨子 国立感染症研究所感染症疫学センター第三室長 
 
原 めぐみ 佐賀大学医学部社会医学講座 講師 
 
福島 若葉 大阪市立大学大学院医学研究科公衆衛生学准教授 
 
 
 
 
 



ＨＰＶワクチンの接種後の症状に関する
新たな医療体制の整備と調査について
（平成26年８月29日大臣発言内容）

資料６

厚生労働省 健康局
結核感染症課 予防接種室

平成26年９月11日
第11回予防接種基本方針部会



ＨＰＶワクチンの接種後の症状に関する新たな医療体制の
整備と調査について

○ ＨＰＶワクチンについては、広範な慢性の疼痛又は運動障害を中心とする多様
な症状が接種後に特異的に見られたことから、昨年６月以来、この症状の発生頻
度等がより明らかになり、国民に適切に情報提供できるまでの間、定期接種の積
極的な勧奨を差し控えているところ。

○ これらの症状を有する患者について、以下のとおり新たに３つの対策を講じる。

１．身近な医療機関で適切な治療を受けられるよう、協力医療機関を各県に少な
くとも１つ整備。

２．医療機関を受診される場合、過去分を含めて副反応報告が確実に行われるよ
う要請。

３．副反応報告がなされた場合、これまでに報告された患者も含めて、症状のそ
の後の状況等の追跡調査を強化。
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研修

支援

ＨＰＶワクチン接種にかかる診療･相談体制

●地域の中核医療機関として、接種・診療体制を整備。
●地域医療機関から紹介された被接種者の診療。
●必要に応じて専門医療機関を紹介。

いたみ医学研究情報センター

地域医療機関

被接種者

受診

紹介

協
力
・
支
援

支援

総合
相談窓口

市区町村

相
談

助
言

研修

支援

支援

相談

都道府県

厚生労働省

相
談

助
言

医師会

紹介
専門医療機関

協力医療機関

●地域における診療体制の整備。
●協力医療機関に対する研修に協力。

地域で支える診療体制の構築

研修

支援

研修・支援

学会・医会

支援
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ＨＰＶワクチンの接種後の症状の副反応報告の強化

１ 対象症状

○ ＨＰＶワクチンの接種後に広範な慢性の疼痛又は運動障害を中心とする多様な症状（記憶
障害などを含む。）が対象。

２ 対象者
○ ＨＰＶワクチンの接種を受けた者であって、対象症状により医療機関を受診する者。

○ 過去に生じた対象症状のために、医療機関を受診していた者。（既に副反応報告が出され
ているものは除く。）

３ 強化方法

○ 接種に当たって、接種医は、被接種者に対して、接種後に対象症状が発生した場合、速や
かに接種医療機関に相談するよう依頼。接種医療機関以外の医師の治療を受ける場合に
あっては、ＨＰＶワクチンに接種を受けた旨医師に伝えるよう依頼。

○ 接種医等は、対象症状を呈する症例について、接種との関連性が高いと認められる場合、
厚生労働大臣に報告すべき旨を注意喚起。
※ ＨＰＶワクチン接種後の慢性の疼痛又は運動障害を中心とする多様な症状については、これま
で、報告すべき症状として明記されていなかったところ。

４ 結果の活用

○ 報告された症例については、医療機関・ワクチン製造企業と連携して、その後の状況を追
跡。（詳細は報告症例の追跡調査を参照。）

○ 得られた情報については、随時、副反応検討部会に報告。専門家により検討。
○ 対象症状の発生頻度等について、国民に情報提供。
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ＨＰＶワクチンについて報告すべき副反応

医師等は、症状ごとに、右欄に掲げる期間内に確認された症例を厚生労働
大臣に報告

症状 期間

アナフィラキシー ４時間

急性散在性脳脊髄炎 ２８日

ギラン・バレ症候群 ２８日

血管迷走神経反射（失神を伴うものに限る。） ３０分

血小板減少性紫斑病 ２８日

その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であっ
て、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に
至るもの又は死亡若しくは身体の機能の障害に至るおそれの
あるもの

予防接種との関連
性が高いと医師が
認める期間

ヒトパピローマウイルス感染症の定期接種にあっては、接種後に広範な疼痛又は運動障害
を中心とする多様な症状が発生する場合も報告対象に含む旨、通知に明記。

（今後）

（現行）
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ＨＰＶワクチン接種後の症状について予防接種法上の
副反応報告として報告された症例の追跡調査

１．追跡調査が途切れてしまう場合がある。
• 医療機関が調査への協力を拒否した場合。
• 患者が転院し、転院先の医療機関を追えなくなってしまった場合。
※ 現状、患者が受診する医療機関から情報収集することにより患者のその後の症状を把握。転院先について
も同様。

２．追跡調査の内容に不十分な面がある。
• 医師が「軽快」と判断した場合、追跡調査を終了。

※ 今回の症状の場合、時間とともに変動することがありうると指摘されており、一度軽快した場合であっても、
再度重篤化する可能性がある。

• 奏功したと医師が判断している治療等が、必ずしも十分情報収集できていない。

• 医療機関に調査への協力を改めて依頼。
• 症例の追跡が途切れた場合、患者個人から情報収集（詳細は次ページ）。
• 通院が必要なくなるまで追跡を継続。
• 追跡調査の項目を充実。

・課題

・解決策（案）

・現状
ＨＰＶワクチン接種後の広範な疼痛等を中心とした多様な症状を呈する者については、これらの症状について、
副反応報告が行われた場合、ＰＭＤＡ・ワクチン製造販売業者と連携し、個人情報に留意しつつ、その後の
状況について追跡調査を行っているところ。
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ＰＭＤＡ

医療機関Ａ
（報告医療機関）

厚生労働省
（国立感染症研究所注１）と協力）

HPVワクチン接種後の副反応として報告された症例の追跡調査

7

患者

医療機関Ｂ
（転院先）

② 副反応報告
個人情報、医療情報

製薬企業

⑮ 追跡調査２
追加情報

①受診

⑧転院
③⑬情報共有
医療情報

④⑭情報共有
医療情報

⑥・⑯報告
追加情報

⑦・⑰報告
追加情報

⑩ 受診医療機関を
報告（追加②）

→赤矢印 ：新たに依頼する調査
（→青矢印 ：既に実施している項目）

市町村 ③ 情報共有
個人情報、医療情報

⑨ 受診医療機関を
調査（追加①）

⑪ 副反応報告を
依頼（追加③）

⑫ 副反応報告
（追加④）

改善ポイント
・受診医療機関への追跡調査が途切れた場合でも転院先医療機関を追跡。
・転院先医療機関についても調査。

※ 他市町村に転居
している場合、転出
先の市町村を報告。

⑤ 追跡調査１
追加情報

個人情報：氏名、住所、生年月日
医療情報：症状の概要、程度など
追加情報：報告後の症状、転帰など

注１） 国立感染症研究所は個人情報を保持しない。



知事定例記者会見記録（抄） 
  

日 時／平成２６年７月３１日（木） 
        １５：３０～１５：５５ 

場 所／記者会見室 
記者数／２３名（テレビカメラ１台） 

   
【知事からの話題】 
 （略）       
【記者からの質問】 
 １～３（略） 
 ４ 日本脳炎ワクチンについて（１） 
 ５～６（略） 
 ７ 日本脳炎ワクチンについて（２） 
 ８ ～１０（略） 
   
 
【知事からの話題】 
 
（略） 
 
【記者からの質問】 
 
（略） 
 
 
（朝日新聞） 
 日本脳炎の予防接種のことについて、ちょっとお伺いしたいんですけれども、今、日

本脳炎予防接種は子どもの分については、北海道だけ感染リスクが低いということで、

しなくていい、必要がないという地域として道が指定しているんですけども、今これで

主に小児科医の先生方からですね、やっぱり他の府県と同じように子どもにとっては必

要だということで署名運動が展開されています。今日が締切でまもなく知事のほうに署

名簿が寄せられて要望が上がってくると思うんですけども、これに対して知事はどう対

応されるのかということのお考えをお聞きできればと思います。 
  
（知事） 
 実はこの話の問題提起を長瀬（北海道）医師会会長から私がお受けしたのは結構前で

ありまして、いつだったかというのはちょっと記憶にないのですが、直ちに事務方に指

示をして、現状がどうなのか、今のままでいいのかどうか検討しようということを言っ

てきた経緯はあります。そういった中で、北海道医師会のほうで署名活動などをやって

おられるわけでありまして、もとより（他の地域と比較して）自然環境がちょっと違う

ということで、北海道のほうが（日本脳炎の）発生の確率が少ないというのは事実なの

かもしれませんが、ただ、これだけやはり人の出入り、行き来というものがある中で、

ご家族ともどもの転勤など、いっぱいおられると思うんですよね。 
 それで、私はやはり北海道医師会長からの問題提起はそのとおりだと思いますし、現

に、私ども道のほうで感染症流行調査専門委員会というものを開催しておりまして、今

参考資料１ 



月開催したこの委員会においてもさまざまな検討を行っておりまして、できれば今年度

中にこの委員会としての考え方を、当然のことですけれども、世の中の流れの中でやは

り、これは方向として、北海道においても接種をすべしというふうな専門家の方々のご

報告になろうかと思いますけれども、そういったことの取りまとめをしていただいて。

ただ、実際の接種（の実施主体）は市町村で、これは準備も必要かと思うのですね。特

に札幌市とか旭川市とか函館市とか、人口規模の大きいところほどやはり周知なり準備

というのが必要だと思いますので、専門家の方々の今年度中のいろいろな観点、角度か

らのご議論、そして報告書をまとめていただいた後、できる限り早いタイミングでそれ

が実施できるように道内市町村と議論、調整を深めていきたいと、これが私の今段階の

スタンスであります。 
  
 
（略） 
 
 
（北海道新聞） 
 先ほど出た日本脳炎の予防接種の関連で追加してお尋ねしたいんですけれども、専門

家の方々の議論が今年度中にまとまるということで、この北海道だけは予防接種をしな

くていいという地域に、今、指定されている形なんですけれども、この地域指定を外す

のか否かという判断をいつ頃される予定なのか、知事としては現段階でどのようにお考

えなのかお聞かせください。  
  
（知事） 
 先ほどの繰り返しになりますけれども、専門家のご意見の取りまとめを今年度中にや

っていただいて、そして、実際に（予防接種を）実施する主体は市町村でありますので、

そこの調整を踏まえた上で、われわれとして判断をしていくということであります。 
  
（北海道新聞） 
 今年度中に判断されると、報告書が出るとなると、（知事の）任期との関わりも出て

くると思うんですけれども、例えば、任期中にこうした判断を知事がされる可能性があ

るのか、それとも次の方に引き継ぐような形になるのか、どちらになるのでしょうか。  
  
（知事） 
 それは、組織としての継続性の問題でありますので、私個人がやっているかどうかと

いうのは関係ないのではないでしょうか。  
  
 
（略） 
  
 
※ この文章については、重複した言葉づかい、明らかな言い直しがあったものなどを

整理し、作成しています。 
記録作成：総合政策部知事室 広報広聴課 報道グループ］ 
 
 
 

出典：北海道庁ホームページ 知事定例記者会見記録(7/31)より抜粋 



日本脳炎に関する国内疫学情報
～感染症流行予測調査、感染症発生動向調査より～

国立感染症研究所感染症疫学センター
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感染症流行予測調査より

ブタの日本脳炎ウイルス抗体保有状況
2000～2013年
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ブタの日本脳炎ウイルス抗体保有状況
2014年7月11日～9月9日

感染症流行予測調査より
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２０００～２０１０年度の日本脳炎ワクチン未接種者（１～１２歳）
における地域別中和抗体保有状況（感染症流行予測調査事業より）

合計 ＜1:10 ≧1:10
陽性率
（%）

東日本
（東北地方）

272 270 2 0.7 

中日本
（関東・中部地方）

860 799 61 7.1 

西日本
（近畿以西の各地方）

915 817 98 10.7 

8



9

定期接種は生後６ヶ月から可能
標準的な接種開始年齢は3歳
2005年5月に積極的勧奨の差し控え
2010年度は3，4歳に積極的勧奨
2011年度は3,4歳と9，10歳に積極的勧奨
2012年度は3,4歳と小2－4に積極的勧奨
2013年度は3,4歳と小1－4、高3に積極的勧奨
2014年度は3,4歳と小2－3、高3に積極的勧奨



定期接種は生後６ヶ月から可能
2005年に積極的勧奨の差し控え
2010年度は3，4歳に積極的勧奨
2011年度は3,4歳と9，10歳に積極的勧奨
2012年度は3,4歳と小2－4に積極的勧奨
2013年度は3,4歳と小1－4、高3に積極的勧奨
2014年度は3,4歳と小2－3、高3に積極的勧奨
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感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
案
）

新
旧
対
照
条
文

○
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
年
厚
生
省
令
第
九
十
九
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
五
類
感
染
症
）

（
五
類
感
染
症
）

第
一
条

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律

第
一
条

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
六
項

（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
六
項

第
九
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
感
染
性
の
疾
病
は
、
次
に
掲

第
九
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
感
染
性
の
疾
病
は
、
次
に
掲

げ
る
も
の
と
す
る
。

げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

カ
ル
バ
ペ
ネ
ム
耐
性
腸
内
細
菌
科
細
菌
感
染
症

（
新
設
）

六
～
十
一

五
～
十

十
二

細
菌
性
髄
膜
炎
（
第
十
四
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
に
該
当
す
る
も
の

十
一

細
菌
性
髄
膜
炎
（
第
十
三
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
に
該
当
す
る
も
の

を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）

を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）

十
三
～
二
十
三

（
略
）

十
二
～
二
十
二

二
十
四

播
種
性
ク
リ
プ
ト
コ
ッ
ク
ス
症

（
新
設
）

二
十
五
～
三
十
八

（
略
）

二
十
三
～
三
十
六

（
略
）

第
四
条

（
略
）

第
四
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

法
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
五
類

３

法
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
五
類

感
染
症
（
法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
感
染
症
の
患
者
に
つ

感
染
症
（
法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
感
染
症
の
患
者
に
つ

い
て
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
に
限
る
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

い
て
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
に
限
る
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

と
す
る
。

と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

カ
ル
バ
ペ
ネ
ム
耐
性
腸
内
細
菌
科
細
菌
感
染
症

（
新
設
）

四
～
十
二

（
略
）

三
～
十
一

（
略
）

十
三

水
痘
（
患
者
が
入
院
を
要
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。
）

（
新
設
）

十
四
・
十
五

（
略
）

十
二
・
十
三

（
略
）

十
六

播
種
性
ク
リ
プ
ト
コ
ッ
ク
ス
症

（
新
設
）

十
七
～
二
十
一

（
略
）

十
四
～
十
八

（
略
）



二
十
二

薬
剤
耐
性
ア
シ
ネ
ト
バ
ク
タ
ー
感
染
症

（
新
設
）

４
～
７

（
略
）

４
～
７

（
略
）

（
指
定
届
出
機
関
の
指
定
の
基
準
）

（
指
定
届
出
機
関
の
指
定
の
基
準
）

第
六
条

法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
五
類
感

第
六
条

法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
五
類
感

染
症
は
、
次
の
表
の
各
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
と
し
、
同
項
に
規
定
す
る

染
症
は
、
次
の
表
の
各
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
と
し
、
同
項
に
規
定
す
る

五
類
感
染
症
の
発
生
の
状
況
の
届
出
を
担
当
さ
せ
る
指
定
届
出
機
関
の
指
定

五
類
感
染
症
の
発
生
の
状
況
の
届
出
を
担
当
さ
せ
る
指
定
届
出
機
関
の
指
定

は
、
地
域
に
お
け
る
感
染
症
に
係
る
医
療
を
提
供
す
る
体
制
、
保
健
所
の
設

は
、
地
域
に
お
け
る
感
染
症
に
係
る
医
療
を
提
供
す
る
体
制
、
保
健
所
の
設

置
の
状
況
、
人
口
等
の
社
会
的
条
件
、
地
理
的
条
件
等
の
自
然
的
条
件
そ
の

置
の
状
況
、
人
口
等
の
社
会
的
条
件
、
地
理
的
条
件
等
の
自
然
的
条
件
そ
の

他
の
地
域
の
実
情
を
勘
案
し
て
同
欄
に
掲
げ
る
五
類
感
染
症
の
区
分
（
以
下

他
の
地
域
の
実
情
を
勘
案
し
て
同
欄
に
掲
げ
る
五
類
感
染
症
の
区
分
（
以
下

こ
の
条
並
び
に
次
条
第
一
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
五
類
感
染
症
指
定
区

こ
の
条
並
び
に
次
条
第
一
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
五
類
感
染
症
指
定
区

分
」
と
い
う
。
）
に
応
じ
、
原
則
と
し
て
当
該
各
項
の
下
欄
に
定
め
る
病
院

分
」
と
い
う
。
）
に
応
じ
、
原
則
と
し
て
当
該
各
項
の
下
欄
に
定
め
る
病
院

又
は
診
療
所
の
う
ち
当
該
五
類
感
染
症
指
定
区
分
の
感
染
症
に
係
る
指
定
届

又
は
診
療
所
の
う
ち
当
該
五
類
感
染
症
指
定
区
分
の
感
染
症
に
係
る
指
定
届

出
機
関
と
し
て
適
当
と
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

出
機
関
と
し
て
適
当
と
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

五

ク
ラ
ミ
ジ
ア
肺
炎
、
（
オ

患
者
を
三
百
人
以
上
収
容
す
る

五

ク
ラ
ミ
ジ
ア
肺
炎
、
（
オ

患
者
を
三
百
人
以
上
収
容
す
る

ウ
ム
病
を
除
く
。
）
、
細

施
設
を
有
す
る
病
院
で
あ
っ
て

ウ
ム
病
を
除
く
。
）
、
細

施
設
を
有
す
る
病
院
で
あ
っ
て

菌
性
髄
膜
炎
、
ペ
ニ
シ
リ

、
そ
の
診
療
科
名
中
に
内
科
及

菌
性
髄
膜
炎
、
ペ
ニ
シ
リ

、
そ
の
診
療
科
名
中
に
内
科
及

ン
耐
性
肺
炎
球
菌
感
染
症

び
外
科
を
含
む
も
の

ン
耐
性
肺
炎
球
菌
感
染
症

び
外
科
を
含
む
も
の

、
マ
イ
コ
プ
ラ
ズ
マ
肺
炎

、
マ
イ
コ
プ
ラ
ズ
マ
肺
炎

、
無
菌
性
髄
膜
炎
、
メ
チ

、
無
菌
性
髄
膜
炎
、
メ
チ

シ
リ
ン
耐
性
黄
色
ブ
ド
ウ

シ
リ
ン
耐
性
黄
色
ブ
ド
ウ

球
菌
感
染
症
及
び
薬
剤
耐

球
菌
感
染
症
、
薬
剤
耐
性

性
緑
膿
菌
感
染
症

ア
シ
ネ
ト
バ
ク
タ
ー
感
染

症
及
び
薬
剤
耐
性
緑
膿
菌

感
染
症

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
感
染
症
の
発
生
の
状
況
及
び
動
向
の
把
握
）

（
感
染
症
の
発
生
の
状
況
及
び
動
向
の
把
握
）

第
七
条

法
第
十
四
条
第
二
項
の
届
出
は
、
当
該
指
定
届
出
機
関
に
係
る
五
類

第
七
条

法
第
十
四
条
第
二
項
の
届
出
は
、
当
該
指
定
届
出
機
関
に
係
る
五
類



感
染
症
指
定
区
分
の
感
染
症
の
患
者
又
は
こ
れ
ら
に
よ
り
死
亡
し
た
者
に
つ

感
染
症
指
定
区
分
の
感
染
症
の
患
者
又
は
こ
れ
ら
に
よ
り
死
亡
し
た
者
に
つ

い
て
は
診
断
し
、
又
は
検
案
し
た
日
の
属
す
る
週
の
翌
週
（
診
断
し
、
又
は

い
て
は
診
断
し
、
又
は
検
案
し
た
日
の
属
す
る
週
の
翌
週
（
診
断
し
、
又
は

検
案
し
た
日
が
日
曜
日
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
診
断
し
、
又
は
検
案
し

検
案
し
た
日
が
日
曜
日
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
診
断
し
、
又
は
検
案
し

た
日
の
属
す
る
週
）
の
月
曜
日
（
前
条
第
一
項
の
表
の
四
の
項
の
上
欄
に
掲

た
日
の
属
す
る
週
）
の
月
曜
日
（
前
条
第
一
項
の
表
の
四
の
項
の
上
欄
に
掲

げ
る
五
類
感
染
症
、
ペ
ニ
シ
リ
ン
耐
性
肺
炎
球
菌
感
染
症
、
メ
チ
シ
リ
ン
耐

げ
る
五
類
感
染
症
、
ペ
ニ
シ
リ
ン
耐
性
肺
炎
球
菌
感
染
症
、
メ
チ
シ
リ
ン
耐

性
黄
色
ブ
ド
ウ
球
菌
感
染
症
又
は
薬
剤
耐
性
緑
膿
菌
感
染
症
に
係
る
も
の
に

性
黄
色
ブ
ド
ウ
球
菌
感
染
症
、
薬
剤
耐
性
ア
シ
ネ
ト
バ
ク
タ
ー
感
染
症
又
は

あ
っ
て
は
、
診
断
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
初
日
）
に
、
当
該
指
定
届

薬
剤
耐
性
緑
膿
菌
感
染
症
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
診
断
し
た
日
の
属
す

出
機
関
に
係
る
疑
似
症
指
定
区
分
の
疑
似
症
の
患
者
に
つ
い
て
は
直
ち
に
行

る
月
の
翌
月
の
初
日
）
に
、
当
該
指
定
届
出
機
関
に
係
る
疑
似
症
指
定
区
分

う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
場
合
は
、
当
該
届
出
を
す
る
こ
と

の
疑
似
症
の
患
者
に
つ
い
て
は
直
ち
に
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
に

を
要
し
な
い
。

掲
げ
る
場
合
は
、
当
該
届
出
を
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

一
・
二
（
略
）

一
・
二
（
略
）

２
・
３
（
略
）

２
・
３
（
略
）
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予
防
接
種
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

新
旧
対
照
条
文

○
予
防
接
種
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
百
九
十
七
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
政
令
で
定
め
る
Ａ
類
疾
病
）

（
政
令
で
定
め
る
Ａ
類
疾
病
）

第
一
条

予
防
接
種
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
第
十
二
号

第
一
条

予
防
接
種
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
第
十
二
号

の
政
令
で
定
め
る
疾
病
は
、
次
に
掲
げ
る
疾
病
と
す
る
。

の
政
令
で
定
め
る
疾
病
は
、
痘
そ
う
と
す
る
。

一

痘
そ
う

二

水
痘

（
政
令
で
定
め
る
Ｂ
類
疾
病
）

第
一
条
の
二

法
第
二
条
第
三
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
疾
病
は
、
肺
炎
球

（
新
設
）

菌
感
染
症
（
高
齢
者
が
か
か
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

（
市
町
村
長
が
予
防
接
種
を
行
う
疾
病
及
び
そ
の
対
象
者
）

（
市
町
村
長
が
予
防
接
種
を
行
う
疾
病
及
び
そ
の
対
象
者
）

第
一
条
の
三

法
第
五
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
疾
病
は
、
次
の
表
の
上
欄

第
一
条
の
二

法
第
五
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
疾
病
は
、
次
の
表
の
上
欄

に
掲
げ
る
疾
病
と
し
、
同
項
（
予
防
接
種
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平

に
掲
げ
る
疾
病
と
し
、
同
項
（
予
防
接
種
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平

成
十
三
年
法
律
第
百
十
六
号
）
附
則
第
三
条
第
一
項
（
予
防
接
種
法
の
一
部

成
十
三
年
法
律
第
百
十
六
号
）
附
則
第
三
条
第
一
項
（
予
防
接
種
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
八
号
）
附
則
第
七
条
の
規
定
に

を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
八
号
）
附
則
第
七
条
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
ら
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
る

よ
り
読
み
替
え
ら
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
る

場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
疾
病
ご

場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
疾
病
ご
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と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
者
（
当
該
疾
病
に
か
か
っ
て
い
る
者

と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
者
（
当
該
疾
病
に
か
か
っ
て
い
る
者

又
は
か
か
っ
た
こ
と
の
あ
る
者
（
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
あ
っ
て
は
、
イ
ン
フ

又
は
か
か
っ
た
こ
と
の
あ
る
者
（
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
あ
っ
て
は
、
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
に
か
か
っ
た
こ
と
の
あ
る
者
を
除
く
。
）
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令

ル
エ
ン
ザ
に
か
か
っ
た
こ
と
の
あ
る
者
を
除
く
。
）
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
者
を
除
く
。
）
と
す
る
。

で
定
め
る
者
を
除
く
。
）
と
す
る
。

疾

病

予

防

接

種

の

対

象

者

疾

病

予

防

接

種

の

対

象

者

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

ヒ
ト
パ
ピ
ロ
ー
マ

（
略
）

ヒ
ト
パ
ピ
ロ
ー
マ

（
略
）

ウ
イ
ル
ス
感
染
症

ウ
イ
ル
ス
感
染
症

水
痘

生
後
十
二
月
か
ら
生
後
三
十
六
月
に
至
る
ま
で
の
間

（
新
設
）

（
新
設
）

に
あ
る
者

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

一

（
略
）

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

一

（
略
）

二

六
十
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満
の
者
で
あ
っ
て
、

二

六
十
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満
の
者
で
あ
っ
て
、

心
臓
、
腎
臓
若
し
く
は
呼
吸
器
の
機
能
の
障
害
又

心
臓
、
腎
臓
若
し
く
は
呼
吸
器
の
機
能
又
は
ヒ
ト

は
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
免
疫
の
機
能

免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
免
疫
の
機
能
に
障
害

の
障
害
を
有
す
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で

を
有
す
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

定
め
る
も
の

も
の

肺
炎
球
菌
感
染
症

一

六
十
五
歳
の
者

（
新
設
）

（
新
設
）

（
高
齢
者
が
か
か

二

六
十
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満
の
者
で
あ
っ
て
、

る
も
の
に
限
る
。

心
臓
、
腎
臓
若
し
く
は
呼
吸
器
の
機
能
の
障
害
又

）

は
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
免
疫
の
機
能

の
障
害
を
有
す
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
も
の
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２

前
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
疾
病
（
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
を
除
く
。
以
下
こ

２

前
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
疾
病
（
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
を
除
く
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「
特
定
疾
病
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下

の
項
に
お
い
て
「
特
定
疾
病
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下

欄
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
た
者
（
当
該
特
定
疾
病
に
か
か
っ
て
い
る
者
又
は
か

欄
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
た
者
（
当
該
特
定
疾
病
に
か
か
っ
て
い
る
者
又
は
か

か
っ
た
こ
と
の
あ
る
者
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
を
除
く
。
）
で

か
っ
た
こ
と
の
あ
る
者
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
を
除
く
。
）
で

あ
っ
て
、
当
該
掲
げ
る
者
で
あ
っ
た
間
に
、
長
期
に
わ
た
り
療
養
を
必
要
と

あ
っ
て
、
当
該
掲
げ
る
者
で
あ
っ
た
間
に
、
長
期
に
わ
た
り
療
養
を
必
要
と

す
る
疾
病
で
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
か
か
っ
た
こ
と
そ
の
他
の
厚

す
る
疾
病
で
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
か
か
っ
た
こ
と
そ
の
他
の
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
当
該
特
定
疾
病
に

生
労
働
省
令
で
定
め
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
当
該
特
定
疾
病
に

係
る
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
予
防
接
種
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な

係
る
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
予
防
接
種
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
特
別
の
事
情
が
な
く
な
っ

か
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
特
別
の
事
情
が
な
く
な
っ

た
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
（
肺
炎
球
菌
感
染
症
（
高
齢
者
が
か
か
る
も
の
に

た
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
（
厚
生
労
働
省
令
で
定

限
る
。
）
に
係
る
同
項
の
規
定
に
よ
る
予
防
接
種
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な

め
る
特
定
疾
病
に
あ
っ
て
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
年
齢
に
達
す
る
ま

か
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
特
別
の
事
情
が
な
く
な
っ

で
の
間
に
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
、
当
該
特
定
疾
病
に
係
る
同
項
の
政
令
で

た
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
）
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
（
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
者
と
す
る
。

定
め
る
特
定
疾
病
に
あ
っ
て
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
年
齢
に
達
す
る

ま
で
の
間
に
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
、
当
該
特
定
疾
病
に
係
る
同
項
の
政
令

で
定
め
る
者
と
す
る
。



予
防
接
種
法
施
行
規
則
及
び
予
防
接
種
実
施
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

新
旧
対
照
条
文

○
予
防
接
種
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
（
抄
）
（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
予
防
接
種
の
対
象
者
か
ら
除
か
れ
る
者
）

（
予
防
接
種
の
対
象
者
か
ら
除
か
れ
る
者
）

第
二
条

予
防
接
種
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
百
九
十
七
号
。
以
下

第
二
条

予
防
接
種
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
百
九
十
七
号
。
以
下

「
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
三
第
一
項
本
文
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
厚

「
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
二
第
一
項
本
文
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

肺
炎
球
菌
感
染
症
（
高
齢
者
が
か
か
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
予
防

（
新
設
）

接
種
の
対
象
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
疾
病
に
係
る
法
第
五
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
の
あ
る
者

八

（
略
）

七

（
略
）

（
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
予
防
接
種
の
対
象
者
）

（
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
予
防
接
種
の
対
象
者
）

第
二
条
の
二

令
第
一
条
の
三
第
一
項
の
表
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
項
第
二
号
に

第
二
条
の
二

令
第
一
条
の
二
第
一
項
の
表
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
項
第
二
号
に

規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
心
臓
、
腎
臓
又
は
呼
吸
器
の
機

規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
心
臓
、
じ
ん
臓
又
は
呼
吸
器
の

能
に
自
己
の
身
辺
の
日
常
生
活
活
動
が
極
度
に
制
限
さ
れ
る
程
度
の
障
害
を

機
能
に
自
己
の
身
辺
の
日
常
生
活
活
動
が
極
度
に
制
限
さ
れ
る
程
度
の
障
害

有
す
る
者
及
び
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ
り
免
疫
の
機
能
に
日
常
生
活

を
有
す
る
者
及
び
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ
り
免
疫
の
機
能
に
日
常
生

が
ほ
と
ん
ど
不
可
能
な
程
度
の
障
害
を
有
す
る
者
と
す
る
。

活
が
ほ
と
ん
ど
不
可
能
な
程
度
の
障
害
を
有
す
る
者
と
す
る
。

（
高
齢
者
の
肺
炎
球
菌
感
染
症
の
予
防
接
種
の
対
象
者
）

第
二
条
の
三

令
第
一
条
の
三
第
一
項
の
表
肺
炎
球
菌
感
染
症
（
高
齢
者
が
か

（
新
設
）

か
る
も
の
に
限
る
。
）
の
項
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

者
は
、
心
臓
、
腎
臓
又
は
呼
吸
器
の
機
能
に
自
己
の
身
辺
の
日
常
生
活
活
動

が
極
度
に
制
限
さ
れ
る
程
度
の
障
害
を
有
す
る
者
及
び
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ

ル
ス
に
よ
り
免
疫
の
機
能
に
日
常
生
活
が
ほ
と
ん
ど
不
可
能
な
程
度
の
障
害

を
有
す
る
者
と
す
る
。

（
長
期
に
わ
た
り
療
養
を
必
要
と
す
る
疾
病
）

（
長
期
に
わ
た
り
療
養
を
必
要
と
す
る
疾
病
）



第
二
条
の
四

令
第
一
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

第
二
条
の
三

令
第
一
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

（
特
別
の
事
情
）

（
特
別
の
事
情
）

第
二
条
の
五

令
第
一
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

第
二
条
の
四

令
第
一
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

特
別
の
事
情
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

特
別
の
事
情
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

（
特
定
疾
病
）

（
特
定
疾
病
）

第
二
条
の
六

令
第
一
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

第
二
条
の
五

令
第
一
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

特
定
疾
病
は
、
ジ
フ
テ
リ
ア
、
百
日
せ
き
、
急
性
灰
白
髄
炎
、
破
傷
風
、
結

特
定
疾
病
は
、
ジ
フ
テ
リ
ア
、
百
日
せ
き
、
急
性
灰
白
髄
炎
、
破
傷
風
、
結

核
、
Ｈ
ｉ
ｂ
感
染
症
及
び
肺
炎
球
菌
感
染
症
（
小
児
が
か
か
る
も
の
に
限
る

核
、
Ｈ
ｉ
ｂ
感
染
症
及
び
肺
炎
球
菌
感
染
症
（
小
児
が
か
か
る
も
の
に
限
る

。
）
と
し
、
同
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
年
齢
は
、
次
の
表

。
）
と
し
、
同
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
年
齢
は
、
次
の
表

の
上
欄
に
掲
げ
る
特
定
疾
病
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
年

の
上
欄
に
掲
げ
る
特
定
疾
病
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
年

齢
と
す
る
。

齢
と
す
る
。

（
予
防
接
種
に
関
す
る
記
録
）

（
予
防
接
種
に
関
す
る
記
録
）

第
二
条
の
七

（
略
）

第
二
条
の
六

（
略
）

（
報
告
す
べ
き
症
状
）

（
報
告
す
べ
き
症
状
）

第
五
条

法
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は

第
五
条

法
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は

、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
対
象
疾
病
の
区
分
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中

、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
対
象
疾
病
の
区
分
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中

欄
に
掲
げ
る
症
状
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
接
種
か
ら
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

欄
に
掲
げ
る
症
状
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
接
種
か
ら
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

期
間
内
に
確
認
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

期
間
内
に
確
認
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

対
象
疾
病

症
状

期
間

対
象
疾
病

症
状

期
間

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

ヒ
ト
パ
ピ
ロ
ー

（
略
）

（
略
）

ヒ
ト
パ
ピ
ロ
ー

（
略
）

（
略
）

マ
ウ
イ
ル
ス
感

マ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症

染
症

水
痘

ア
ナ
フ
ィ
ラ
キ
シ
ー

四
時
間

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

血
小
板
減
少
性
紫
斑
病

二
十
八
日



そ
の
他
医
師
が
予
防
接
種
と
の
関

予
防
接
種
と
の

連
性
が
高
い
と
認
め
る
症
状
で
あ

関
連
性
が
高
い

っ
て
、
入
院
治
療
を
必
要
と
す
る

と
医
師
が
認
め

も
の
、
死
亡
、
身
体
の
機
能
の
障

る
期
間

害
に
至
る
も
の
又
は
死
亡
若
し
く

は
身
体
の
機
能
の
障
害
に
至
る
お

そ
れ
の
あ
る
も
の

イ
ン
フ
ル
エ
ン

（
略
）

（
略
）

イ
ン
フ
ル
エ
ン

（
略
）

（
略
）

ザ

ザ

肺
炎
球
菌
感
染

ア
ナ
フ
ィ
ラ
キ
シ
ー

四
時
間

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

症
（
高
齢
者
が

ギ
ラ
ン
・
バ
レ
症
候
群

二
十
八
日

か
か
る
も
の
に

血
小
板
減
少
性
紫
斑
病

二
十
八
日

限
る
。
）

蜂
巣
炎
（
こ
れ
に
類
す
る
症
状
で

七
日

あ
っ
て
、
上
腕
か
ら
前
腕
に
及
ぶ

も
の
を
含
む
。
）

そ
の
他
医
師
が
予
防
接
種
と
の
関

予
防
接
種
と
の

連
性
が
高
い
と
認
め
る
症
状
で
あ

関
連
性
が
高
い

っ
て
、
入
院
治
療
を
必
要
と
す
る

と
医
師
が
認
め

も
の
、
死
亡
、
身
体
の
機
能
の
障

る
期
間

害
に
至
る
も
の
又
は
死
亡
若
し
く

は
身
体
の
機
能
の
障
害
に
至
る
お

そ
れ
の
あ
る
も
の



○
予
防
接
種
実
施
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
厚
生
省
令
第
二
十
七
号
）
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
八
条
）

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
八
条
）

第
二
章

ジ
フ
テ
リ
ア
、
百
日
せ
き
、
急
性
灰
白
髄
炎
及
び
破
傷
風
の
予
防

第
二
章

ジ
フ
テ
リ
ア
、
百
日
せ
き
、
急
性
灰
白
髄
炎
及
び
破
傷
風
の
予
防

接
種
（
第
九
条
―
第
十
一
条
）

接
種
（
第
九
条
―
第
十
一
条
）

第
三
章

麻
し
ん
及
び
風
し
ん
の
予
防
接
種
（
第
十
二
条
・
第
十
三
条
）

第
三
章

麻
し
ん
及
び
風
し
ん
の
予
防
接
種
（
第
十
二
条
・
第
十
三
条
）

第
四
章

日
本
脳
炎
の
予
防
接
種
（
第
十
四
条
・
第
十
五
条
）

第
四
章

日
本
脳
炎
の
予
防
接
種
（
第
十
四
条
・
第
十
五
条
）

第
五
章

結
核
の
予
防
接
種
（
第
十
六
条
）

第
五
章

結
核
の
予
防
接
種
（
第
十
六
条
）

第
六
章

Ｈ
ｉ
ｂ
感
染
症
の
予
防
接
種
（
第
十
七
条
）

第
六
章

Ｈ
ｉ
ｂ
感
染
症
の
予
防
接
種
（
第
十
七
条
）

第
七
章

小
児
の
肺
炎
球
菌
感
染
症
の
予
防
接
種
（
第
十
八
条
）

第
七
章

小
児
の
肺
炎
球
菌
感
染
症
の
予
防
接
種
（
第
十
八
条
）

第
八
章

ヒ
ト
パ
ピ
ロ
ー
マ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
予
防
接
種
（
第
十
九
条
）

第
八
章

ヒ
ト
パ
ピ
ロ
ー
マ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
予
防
接
種
（
第
十
九
条
）

第
九
章

水
痘
の
予
防
接
種
（
第
二
十
条
）

第
十
章

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
予
防
接
種
（
第
二
十
一
条
）

第
九
章

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
予
防
接
種
（
第
二
十
条
）

第
十
一
章

高
齢
者
の
肺
炎
球
菌
感
染
症
の
予
防
接
種
（
第
二
十
二
条
）

附
則

附
則

（
予
防
接
種
を
受
け
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
者
）

（
予
防
接
種
を
受
け
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
者
）

第
六
条

法
第
七
条
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
予
防
接
種

第
六
条

法
第
七
条
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
予
防
接
種

法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
第
二
条
第
二
号
か

法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
第
二
条
第
二
号
か

ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

（
臨
時
の
予
防
接
種
）

（
臨
時
の
予
防
接
種
）

第
八
条

ジ
フ
テ
リ
ア
、
百
日
せ
き
、
急
性
灰
白
髄
炎
、
破
傷
風
、
麻
し
ん
、

第
八
条

ジ
フ
テ
リ
ア
、
百
日
せ
き
、
急
性
灰
白
髄
炎
、
破
傷
風
、
麻
し
ん
、

風
し
ん
、
日
本
脳
炎
、
結
核
、
Ｈ
ｉ
ｂ
感
染
症
、
肺
炎
球
菌
感
染
症
（
小
児

風
し
ん
、
日
本
脳
炎
、
結
核
、
Ｈ
ｉ
ｂ
感
染
症
、
肺
炎
球
菌
感
染
症
（
小
児

が
か
か
る
も
の
に
限
る
。
）
、
ヒ
ト
パ
ピ
ロ
ー
マ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
、
水
痘

が
か
か
る
も
の
に
限
る
。
）
、
ヒ
ト
パ
ピ
ロ
ー
マ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
又
は
イ

、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
又
は
肺
炎
球
菌
感
染
症
（
高
齢
者
が
か
か
る
も
の
に
限

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
臨
時
の
予
防
接
種
に
係
る
接
種
方
法
及
び
接
種
量
は
、
次

る
。
）
の
臨
時
の
予
防
接
種
に
係
る
接
種
方
法
及
び
接
種
量
は
、
次
章
か
ら

章
か
ら
第
九
章
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
を
標
準
と
し
、
被
接
種
者
の
年
齢
、

第
十
一
章
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
を
標
準
と
し
、
被
接
種
者
の
年
齢
、
身
体

身
体
の
状
況
、
既
に
受
け
た
当
該
予
防
接
種
の
回
数
等
に
応
じ
て
決
定
し
な



の
状
況
、
既
に
受
け
た
当
該
予
防
接
種
の
回
数
等
に
応
じ
て
決
定
し
な
け
れ

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

第
六
章

Ｈ
ｉ
ｂ
感
染
症
の
予
防
接
種

第
六
章

Ｈ
ｉ
ｂ
感
染
症
の
予
防
接
種

（
接
種
の
方
法)

（
接
種
の
方
法
）

第
十
七
条

（
略
）

第
十
七
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

予
防
接
種
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
百
九
十
七
号
。
以
下
「
令

３

予
防
接
種
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
百
九
十
七
号
。
以
下
「
令

」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
Ｈ
ｉ
ｂ

」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
Ｈ
ｉ
ｂ

感
染
症
の
予
防
接
種
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
認
め
ら
れ
、
Ｈ
ｉ

感
染
症
の
予
防
接
種
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
認
め
ら
れ
、
Ｈ
ｉ

ｂ
感
染
症
に
係
る
法
第
五
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
者
と
さ
れ
た
者
に
つ

ｂ
感
染
症
に
係
る
法
第
五
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
者
と
さ
れ
た
者
に
つ

い
て
は
、
初
回
接
種
の
開
始
時
に
生
後
十
二
月
に
至
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
生

い
て
は
、
初
回
接
種
の
開
始
時
に
生
後
十
二
月
に
至
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
生

後
六
十
月
に
至
る
ま
で
の
間
に
あ
る
者
と
み
な
し
、
第
一
項
の
規
定
を
適
用

後
六
十
月
に
至
る
ま
で
の
間
に
あ
る
者
と
み
な
し
、
第
一
項
の
規
定
を
適
用

す
る
。

す
る
。

第
七
章

小
児
の
肺
炎
球
菌
感
染
症
の
予
防
接
種

第
七
章

小
児
の
肺
炎
球
菌
感
染
症
の
予
防
接
種

（
接
種
の
方
法
）

（
接
種
の
方
法
）

第
十
八
条

（
略
）

第
十
八
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

令
第
一
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
肺
炎
球
菌
感
染
症

３

令
第
一
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
肺
炎
球
菌
感
染
症

（
小
児
が
か
か
る
も
の
に
限
る
。
）
の
予
防
接
種
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な

（
小
児
が
か
か
る
も
の
に
限
る
。
）
の
予
防
接
種
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
と
認
め
ら
れ
、
肺
炎
球
菌
感
染
症
（
小
児
が
か
か
る
も
の
に
限
る
。

か
っ
た
と
認
め
ら
れ
、
肺
炎
球
菌
感
染
症
（
小
児
が
か
か
る
も
の
に
限
る
。

）
に
係
る
法
第
五
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
者
と
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
は

）
に
係
る
法
第
五
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
者
と
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
は

、
初
回
接
種
の
開
始
時
に
生
後
二
十
四
月
に
至
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
生
後
六

、
初
回
接
種
の
開
始
時
に
生
後
二
十
四
月
に
至
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
生
後
六

十
月
に
至
る
ま
で
の
間
に
あ
る
者
と
み
な
し
、
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る

十
月
に
至
る
ま
で
の
間
に
あ
る
者
と
み
な
し
、
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る

。

。

第
九
章

水
痘
の
予
防
接
種

（
新
設
）

（
接
種
の
方
法
）



第
二
十
条

水
痘
の
定
期
の
予
防
接
種
は
、
乾
燥
弱
毒
生
水
痘
ワ
ク
チ
ン
を
三

（
新
設
）

月
以
上
の
間
隔
を
お
い
て
二
回
皮
下
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、

毎
回
〇
・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。

第
十
章

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
予
防
接
種

第
九
章

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
予
防
接
種

（
接
種
の
方
法
）

（
接
種
の
方
法
）

第
二
十
一
条

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
定
期
の
予
防
接
種
は
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

第
二
十
条

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
定
期
の
予
防
接
種
は
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
Ｈ

Ｈ
Ａ
ワ
ク
チ
ン
を
毎
年
度
一
回
皮
下
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、

Ａ
ワ
ク
チ
ン
を
毎
年
度
一
回
皮
下
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
〇

〇
・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。

・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。

第
十
一
章

高
齢
者
の
肺
炎
球
菌
感
染
症
の
予
防
接
種

（
新
設
）

（
接
種
の
方
法
）

第
二
十
二
条

肺
炎
球
菌
感
染
症
（
高
齢
者
が
か
か
る
も
の
に
限
る
。
）
の
定

（
新
設
）

期
の
予
防
接
種
は
、
二
十
三
価
肺
炎
球
菌

莢

膜
ポ
リ
サ
ッ
カ
ラ
イ
ド
ワ
ク

き
よ
う

チ
ン
を
一
回
筋
肉
内
又
は
皮
下
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
〇
・

五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。

附

則

附

則

（
麻
し
ん
及
び
風
し
ん
の
第
三
期
予
防
接
種
）

（
麻
し
ん
及
び
風
し
ん
の
第
三
期
予
防
接
種
）

第
二
条

令
附
則
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
令
第
一
条
の
三
第

第
二
条

令
附
則
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
令
第
一
条
の
二
第

一
項
（
以
下
「
読
替
え
後
の
令
第
一
条
の
三
第
一
項
」
と
い
う
。
）
の
規
定

一
項
（
以
下
「
読
替
え
後
の
令
第
一
条
の
二
第
一
項
」
と
い
う
。
）
の
規
定

に
よ
る
麻
し
ん
の
第
三
期
の
予
防
接
種
は
、
乾
燥
弱
毒
生
麻
し
ん
ワ
ク
チ
ン

に
よ
る
麻
し
ん
の
第
三
期
の
予
防
接
種
は
、
乾
燥
弱
毒
生
麻
し
ん
ワ
ク
チ
ン

又
は
乾
燥
弱
毒
生
麻
し
ん
風
し
ん
混
合
ワ
ク
チ
ン
を
一
回
皮
下
に
注
射
す
る

又
は
乾
燥
弱
毒
生
麻
し
ん
風
し
ん
混
合
ワ
ク
チ
ン
を
一
回
皮
下
に
注
射
す
る

も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
〇
・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。

も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
〇
・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。

２

読
替
え
後
の
令
第
一
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
風
し
ん
の
第
三
期
の

２

読
替
え
後
の
令
第
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
風
し
ん
の
第
三
期
の

予
防
接
種
は
、
乾
燥
弱
毒
生
風
し
ん
ワ
ク
チ
ン
又
は
乾
燥
弱
毒
生
麻
し
ん
風

予
防
接
種
は
、
乾
燥
弱
毒
生
風
し
ん
ワ
ク
チ
ン
又
は
乾
燥
弱
毒
生
麻
し
ん
風

し
ん
混
合
ワ
ク
チ
ン
を
一
回
皮
下
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
〇

し
ん
混
合
ワ
ク
チ
ン
を
一
回
皮
下
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
〇

・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。

・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。

３

読
替
え
後
の
令
第
一
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
麻
し
ん
及
び
風
し
ん

３

読
替
え
後
の
令
第
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
麻
し
ん
及
び
風
し
ん



に
つ
い
て
同
時
に
行
う
第
三
期
の
予
防
接
種
は
、
乾
燥
弱
毒
生
麻
し
ん
風
し

に
つ
い
て
同
時
に
行
う
第
三
期
の
予
防
接
種
は
、
乾
燥
弱
毒
生
麻
し
ん
風
し

ん
混
合
ワ
ク
チ
ン
を
一
回
皮
下
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
〇
・

ん
混
合
ワ
ク
チ
ン
を
一
回
皮
下
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
〇
・

五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。

五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。

（
麻
し
ん
及
び
風
し
ん
の
第
四
期
予
防
接
種
）

（
麻
し
ん
及
び
風
し
ん
の
第
四
期
予
防
接
種
）

第
三
条

読
替
え
後
の
令
第
一
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
麻
し
ん
の
第
四

第
三
条

読
替
え
後
の
令
第
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
麻
し
ん
の
第
四

期
の
予
防
接
種
は
、
乾
燥
弱
毒
生
麻
し
ん
ワ
ク
チ
ン
又
は
乾
燥
弱
毒
生
麻
し

期
の
予
防
接
種
は
、
乾
燥
弱
毒
生
麻
し
ん
ワ
ク
チ
ン
又
は
乾
燥
弱
毒
生
麻
し

ん
風
し
ん
混
合
ワ
ク
チ
ン
を
一
回
皮
下
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は

ん
風
し
ん
混
合
ワ
ク
チ
ン
を
一
回
皮
下
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は

、
〇
・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。

、
〇
・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。

２

読
替
え
後
の
令
第
一
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
風
し
ん
の
第
四
期
の

２

読
替
え
後
の
令
第
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
風
し
ん
の
第
四
期
の

予
防
接
種
は
、
乾
燥
弱
毒
生
風
し
ん
ワ
ク
チ
ン
又
は
乾
燥
弱
毒
生
麻
し
ん
風

予
防
接
種
は
、
乾
燥
弱
毒
生
風
し
ん
ワ
ク
チ
ン
又
は
乾
燥
弱
毒
生
麻
し
ん
風

し
ん
混
合
ワ
ク
チ
ン
を
一
回
皮
下
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
〇

し
ん
混
合
ワ
ク
チ
ン
を
一
回
皮
下
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
〇

・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。

・
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。

３

読
替
え
後
の
令
第
一
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
麻
し
ん
及
び
風
し
ん

３

読
替
え
後
の
令
第
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
麻
し
ん
及
び
風
し
ん

に
つ
い
て
同
時
に
行
う
第
四
期
の
予
防
接
種
は
、
乾
燥
弱
毒
生
麻
し
ん
風
し

に
つ
い
て
同
時
に
行
う
第
四
期
の
予
防
接
種
は
、
乾
燥
弱
毒
生
麻
し
ん
風
し

ん
混
合
ワ
ク
チ
ン
を
一
回
皮
下
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
〇
・

ん
混
合
ワ
ク
チ
ン
を
一
回
皮
下
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
〇
・

五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。

五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。

（
日
本
脳
炎
の
予
防
接
種
に
係
る
特
例
）

（
日
本
脳
炎
の
予
防
接
種
に
係
る
特
例
）

第
四
条

当
分
の
間
、
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
日
本
脳
炎
の
第

第
四
条

当
分
の
間
、
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
日
本
脳
炎
の
第

一
期
の
予
防
接
種
の
う
ち
三
回
の
接
種
を
受
け
て
い
な
い
者
（
接
種
を
全
く

一
期
の
予
防
接
種
の
う
ち
三
回
の
接
種
を
受
け
て
い
な
い
者
（
接
種
を
全
く

受
け
て
い
な
い
者
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
令
第
一
条
の
三
の
表
日
本
脳
炎
の

受
け
て
い
な
い
者
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
令
第
一
条
の
二
の
表
日
本
脳
炎
の

項
の
予
防
接
種
の
対
象
者
の
欄
第
一
号
又
は
第
二
号
に
規
定
す
る
も
の
が
、

項
の
予
防
接
種
の
対
象
者
の
欄
第
一
号
又
は
第
二
号
に
規
定
す
る
も
の
が
、

六
日
以
上
の
間
隔
を
お
い
て
残
り
の
接
種
を
受
け
た
と
き
は
、
第
十
四
条
の

六
日
以
上
の
間
隔
を
お
い
て
残
り
の
接
種
を
受
け
た
と
き
は
、
第
十
四
条
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
に
規
定
す
る
日
本
脳
炎
の
第
一
期
の
予
防
接
種

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
に
規
定
す
る
日
本
脳
炎
の
第
一
期
の
予
防
接
種

を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

２

当
分
の
間
、
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
日
本
脳
炎
の
第
一
期

２

当
分
の
間
、
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
日
本
脳
炎
の
第
一
期

の
予
防
接
種
を
全
く
受
け
て
い
な
い
者
で
あ
つ
て
予
防
接
種
法
施
行
令
第
一

の
予
防
接
種
を
全
く
受
け
て
い
な
い
者
で
あ
つ
て
予
防
接
種
法
施
行
令
第
一

条
の
三
の
表
日
本
脳
炎
の
項
の
定
期
の
予
防
接
種
の
対
象
者
の
欄
第
二
号
に

条
の
二
の
表
日
本
脳
炎
の
項
の
定
期
の
予
防
接
種
の
対
象
者
の
欄
第
二
号
に

規
定
す
る
も
の
が
、
第
十
五
条
の
例
に
よ
り
接
種
を
受
け
た
と
き
は
、
同
条

規
定
す
る
も
の
が
、
第
十
五
条
の
例
に
よ
り
接
種
を
受
け
た
と
き
は
、
同
条

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
に
規
定
す
る
日
本
脳
炎
の
第
一
期
の
予
防
接

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
に
規
定
す
る
日
本
脳
炎
の
第
一
期
の
予
防
接

種
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

種
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。
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定期接種実施要領 

 

第１ 総論 

１ 予防接種台帳 

市町村長（特別区の長を含む。以下同じ。）は、予防接種法（昭和 23 年法律第 68 号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定による予防接種（以下「定期接種」という。）

の対象者について、あらかじめ住民基本台帳その他の法令に基づく適法な居住の事実を

証する資料等に基づき様式第一の予防接種台帳を参考に作成し、予防接種法施行令（昭

和 23 年政令第 197 号。以下「政令」という。）第６条の２や文書管理規程等に従い、

少なくとも５年間は適正に管理・保存すること。 

また、予防接種台帳を未接種者の把握等に有効活用するため、電子的な管理を行うこ

とが望ましい。 

  

２ 対象者等に対する周知 

（１）定期接種を行う際は、政令第５条の規定による公告を行い、政令第６条の規定によ

り定期接種の対象者又はその保護者に対して、あらかじめ、予防接種の種類、予防接

種を受ける期日又は期間及び場所、予防接種を受けるに当たって注意すべき事項、予

防接種を受けることが適当でない者、接種に協力する医師その他必要な事項が十分周

知されること。その周知方法については、やむを得ない事情がある場合を除き、個別

通知とし、確実な周知に努めること。 

   ヒトパピローマウイルス感染症の定期接種を行う際は、使用するワクチンについて、

子宮頸がんそのものを予防する効果は現段階で証明されていないものの、子宮頸がん

の原因となるがんに移行する前段階の病変の発生を予防する効果は確認されており、

定期接種が子宮頸がんの予防を主眼としたものであることが適切に伝わるよう努める

ものとし、また、Ｂ類疾病の定期接種を行う際は、接種を受ける法律上の義務はなく、

かつ、自らの意思で接種を希望する者のみに接種を行うものであることを明示した上

で、上記内容が十分周知されること。 

（２）予防接種の対象者又はその保護者に対する周知を行う際は、必要に応じて、母子健

康手帳の持参、費用等も併せて周知すること。なお、母子健康手帳の持参は必ずしも

求めるものではないが、接種を受けた記録を本人が確認できるような措置を講じるこ

と。 

（３）近年、定期接種の対象者に外国籍の者が増えていることから、英文等による周知等

に努めること。 

（４）麻しん及び風しんの定期接種については、「麻しんに関する特定感染症予防指針」

（平成 19 年厚生労働省告示第 442 号）及び「風しんに関する特定感染症予防指針」

（平成 26 年厚生労働省告示第 122 号）において、第１期及び第２期の接種率目標を

95％以上と定めており、また、結核の定期接種についても、「結核に関する特定感

染症予防指針」（平成 19 年厚生労働省告示第 72 号）において、接種率目標を 95％

以上と定めていることから、予防接種を受けやすい環境を整え、接種率の向上を図
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ること。 

 

３ 予防接種実施状況の把握 

（１）既接種者及び未接種者の確認 

予防接種台帳等の活用により、「７ 予防接種の実施計画」で設定した接種予定時

期を前提として、接種時期に応じた既接種者及び未接種者の数を早期のうちに確認し、

管内における予防接種の実施状況について的確に把握すること。 

（２）未接種者への再度の接種勧奨 

Ａ類疾病の定期接種の対象者について、本実施要領における実施時期を過ぎてもな

お、接種を行っていない未接種者については、疾病罹患予防の重要性、当該予防接種

の有効性、発生しうる副反応及び接種対象である期間について改めて周知した上で、

本人及びその保護者への個別通知等を活用して、引き続き接種勧奨を行うこと。 

（３）定期的な健診の機会を利用した接種状況の確認 

母子保健法（昭和 40 年法律第 141 号）に規定する健康診査（１歳６か月児健康診

査）及び学校保健安全法（昭和 33 年法律第 56 号）に規定する健康診断（就学時の健

康診断）の機会を捉え、市町村長は、定期接種の対象となっている乳幼児の接種状況

について、保健所又は教育委員会と積極的に連携することにより、その状況を把握し、

未接種者に対しては、引き続き接種勧奨を行うこと。 

 

４ 予防接種に関する周知 

市町村長は、予防接種制度の概要、予防接種の有効性・安全性及び副反応その他接種

に関する注意事項等について、十分な周知を図ること。 

 

５ 接種の場所 

定期接種については、適正かつ円滑な予防接種の実施のため、市町村長の要請に応じ

て予防接種に協力する旨を承諾した医師が医療機関で行う個別接種を原則とすること。

ただし、予防接種の実施に適した施設において集団を対象にして行うこと（集団接種）

も差し支えない。 

また、定期接種の対象者が寝たきり等の理由から、当該医療機関において接種を受け

ることが困難な場合においては、予防接種を実施する際の事故防止対策、副反応対策等

の十分な準備がなされた場合に限り、当該対象者が生活の根拠を有する自宅や入院施設

等において実施しても差し支えない。これらの場合においては、「１３ Ａ類疾病の定

期接種を集団接種で実施する際の注意事項」に留意すること。 

なお、市町村長は、学校等施設を利用して予防接種を行う場合は、管内の教育委員会

等関係機関と緊密な連携を図り実施すること。 

 

６ 接種液 

（１）接種液の使用に当たっては、標示された接種液の種類、有効期限内であること及び

異常な混濁、着色、異物の混入その他の異常がない旨を確認すること。 

（２）接種液の貯蔵は、生物学的製剤基準の定めるところによるほか、所定の温度が保た
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れていることを温度計によって確認できる冷蔵庫等を使用する方法によること。 

   また、凍結させないことなど、ワクチンによって留意事項があるので、それぞれ添

付文書を確認の上、適切に貯蔵すること。 

 

７ 予防接種の実施計画 

（１）予防接種の実施計画の策定については、次に掲げる事項に留意すること。 

ア 実施計画の策定に当たっては、地域医師会等の医療関係団体と十分協議するもの

とし、個々の予防接種が時間的余裕をもって行われるよう計画を策定すること。 

また、インフルエンザの定期接種については、接種希望者がインフルエンザの流

行時期に入る前（通常は 12 月中旬頃まで）に接種を受けられるよう計画を策定す

ること。 

イ 接種医療機関において、予防接種の対象者が他の患者から感染を受けることのな

いよう、十分配慮すること。 

  ウ 予防接種の判断を行うに際して注意を要する者（(ア)から(カ)までに掲げる者を

いう。以下同じ。）について、接種を行うことができるか否か疑義がある場合は、

慎重な判断を行うため、予防接種に関する相談に応じ、専門性の高い医療機関を紹

介する等、一般的な対処方法等について、あらかじめ決定しておくこと。 

（ア）心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患、発育障害等の基礎疾患を有

する者 

（イ）予防接種で接種後２日以内に発熱のみられた者及び全身性発疹等のアレルギー

を疑う症状を呈したことがある者 

（ウ）過去にけいれんの既往のある者 

（エ）過去に免疫不全の診断がされている者及び近親者に先天性免疫不全症の者がい

る者 

（オ）接種しようとする接種液の成分に対してアレルギーを呈するおそれのある者 

（カ）結核の予防接種にあっては、過去に結核患者との長期の接触がある者その他の

結核感染の疑いのある者 

（２）市町村長は、予防接種の実施に当たっては、あらかじめ、予防接種を行う医師に対

し実施計画の概要、予防接種の種類、接種対象者等について説明すること。 

（３）接種医療機関及び接種施設には、予防接種直後の即時性全身反応等の発生に対応す

るために必要な薬品及び用具等を備え、又は携行すること。 

 

８ 対象者の確認 

接種前に、予防接種の通知書その他本人確認書類の提示を求める等の方法により、接

種の対象者であることを慎重に確認すること。 

なお、接種回数を決定するに当たっては、次のことに留意すること。 

（１）「子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業の実施について」（平成 22 年 11 月 26

日厚生労働省健康局長、医薬食品局長連名通知）に基づき過去に一部接種した回数に

ついては、既に接種した回数分の定期接種を受けたものとしてみなすこと。 

（２）海外等で受けた予防接種については、医師の判断と保護者の同意に基づき、既に接
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種した回数分の定期接種を受けたものとしてみなすことができること。 

 

９ 予診票 

（１）乳幼児や主に小学生が接種対象となっている定期接種（ジフテリア、百日せき、破

傷風、急性灰白髄炎、麻しん、風しん、日本脳炎、結核、Ｈｉｂ感染症、小児の肺炎

球菌感染症又は水痘）については様式第二予防接種予診票（乳幼児・小学生対象）を

、ヒトパピローマウイルス感染症の定期接種のうち、接種を受ける者に保護者が同伴

する場合及び接種を受ける者が既婚者の場合については様式第三ヒトパピローマウイ

ルス感染症予防接種予診票（保護者が同伴する場合、受ける人が既婚の場合）を、接

種を受ける者に保護者が同伴しない場合については様式第四ヒトパピローマウイルス

感染症予防接種予診票（保護者が同伴しない場合）を、インフルエンザの定期接種に

ついては様式第五インフルエンザ予防接種予診票を、高齢者の肺炎球菌感染症の定期

接種については様式第六高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種予診票を、それぞれ参考

にして予診票を作成すること。 

なお、予診票については、予防接種の種類により異なる紙色のものを使用すること

等により予防接種の実施に際して混同を来さないよう配慮すること。 

（２）作成した予診票については、あらかじめ保護者に配布し、各項目について記入する

よう求めること。 

（３）市町村長は、接種後に予診票を回収し、文書管理規程等に従い、少なくとも５年間

は適正に管理・保存すること。 

 

１０ 予診並びに予防接種不適当者及び予防接種要注意者 

（１）接種医療機関及び接種施設において、問診、検温、視診、聴診等の診察を接種前に

行い、予防接種を受けることが適当でない者又は予防接種の判断を行うに際して注意

を要する者に該当するか否かを調べること（以下「予診」という。）。 

（２）個別接種については、原則、保護者の同伴が必要であること。 

ただし、政令第１条の３第２項の規定による対象者に対して行う予防接種、政令附

則第４項による日本脳炎の定期接種及びヒトパピローマウイルス感染症の定期接種（

いずれも 13 歳以上の者に接種する場合に限る。）において、あらかじめ、接種する

ことの保護者の同意を予診票上の保護者自署欄にて確認できた者については、保護者

の同伴を要しないものとする。 

また、接種の実施に当たっては、被接種者本人が予防接種不適当者又は予防接種要

注意者か否かを確認するために、予診票に記載されている質問事項に対する回答に関

する本人への問診を通じ、診察等を実施したうえで、必要に応じて保護者に連絡する

などして接種への不適当要件の事実関係等を確認するための予診に努めること。 

なお、被接種者が既婚者である場合は、この限りではない。 

（３）乳幼児に対して定期接種を行う場合は、保護者に対し、接種前に母子健康手帳の提

示を求めること。 

（４）Ｂ類疾病の定期接種の実施に際しては、接種を受ける法律上の義務がないことから、

対象者が自らの意思で接種を希望していることを確認すること。対象者の意思の確認
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が容易でない場合は、家族又はかかりつけ医の協力を得て、その意思を確認すること

も差し支えないが、明確に対象者の意思を確認できない場合は、接種してはならない

こと。 

（５）予診の結果、異常が認められ、予防接種実施規則（昭和 33 年厚生省令第 27 号以下

「実施規則」という。）第６条に規定する者に該当する疑いのある者と判断される者

に対しては、当日は接種を行わず、必要があるときは、精密検査を受けるよう指示す

ること。この場合、Ｂ類疾病の定期接種については、法の趣旨を踏まえ、積極的な接

種勧奨とならないよう特に留意すること。なお、インフルエンザの定期接種で接種後

２日以内に発熱のみられた者及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈したこと

がある者は、予防接種法施行規則（昭和 23 年厚生省令第 36 号。以下「施行規則」と

いう。）第２条第７号に該当することに留意すること。 

（６）予防接種の判断を行うに際して注意を要する者については、被接種者の健康状態及

び体質を勘案し、慎重に予防接種の適否を判断するとともに、説明に基づく同意を確

実に得ること。 

 

１１ 予防接種後副反応等に関する説明及び同意 

予診の際は、予防接種の有効性・安全性、予防接種後の通常起こり得る副反応及びま

れに生じる重い副反応並びに予防接種健康被害救済制度について、定期接種の対象者又

はその保護者がその内容を理解し得るよう適切な説明を行い、予防接種の実施に関して

文書により同意を得た場合に限り接種を行うものとすること。 

ただし、政令第１条の３第２項の規定による対象者に対して行う予防接種、政令附則

第４項による日本脳炎の定期接種及びヒトパピローマウイルス感染症の定期接種（いず

れも 13 歳以上の者に接種する場合に限る。）において、保護者が接種の場に同伴しな

い場合には、予防接種の有効性・安全性、予防接種後の通常起こり得る副反応及びまれ

に生じる重い副反応並びに予防接種健康被害救済制度についての説明を事前に理解する

必要があるため、様式第四ヒトパピローマウイルス感染症予防接種予診票（保護者が同

伴しない場合）を参考に、説明に関する情報を含有している予診票を作成した上で、事

前に保護者に配布し、保護者がその内容に関する適切な説明を理解したこと及び予防接

種の実施に同意することを当該予診票により確認できた場合に限り接種を行うものとす

ること。 

  なお、児童福祉施設等において、接種の機会ごとに保護者の文書による同意を得るこ

とが困難であることが想定される場合には、当該施設等において、保護者の包括的な同

意文書を事前に取得しておくことも差し支えなく、また、被接種者が既婚者である場合

は、被接種者本人の同意にて足りるものとする。 

  

１２ 接種時の注意 

（１）予防接種を行うに当たっては、次に掲げる事項を遵守すること。 

ア 予防接種に従事する者は、手指を消毒すること。 

イ 接種液の使用に当たっては、有効期限内のものを均質にして使用すること。 

ウ バイアル入りの接種液は、栓及びその周囲をアルコール消毒した後、栓を取り外
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さないで吸引すること。 

エ 接種液が入っているアンプルを開口するときは、開口する部分をあらかじめアル

コール消毒すること。 

オ 結核、ヒトパピローマウイルス感染症及び高齢者の肺炎球菌感染症以外の予防接

種にあっては、原則として上腕伸側に皮下接種により行う。接種前には接種部位を

アルコール消毒し、接種に際しては注射針の先端が血管内に入っていないことを確

認すること。同一部位への反復しての接種は避けること。 

カ 結核の予防接種にあっては、接種前に接種部位をアルコール消毒し、接種に際し

ては接種部位の皮膚を緊張させ、ワクチンの懸濁液を上腕外側のほぼ中央部に滴下

塗布し、９本針植付けの経皮用接種針（管針）を接種皮膚面に対してほぼ垂直に保

ちこれを強く圧して行うこと。接種数は２箇とし、管針の円跡は相互に接するもの

とすること。 

キ ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種にあっては、ワクチンの添付文書の記

載に従って、組換え沈降２価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンを使用する場

合は原則として上腕の三角筋部に、組換え沈降４価ヒトパピローマウイルス様粒子

ワクチンを使用する場合は原則として上腕の三角筋部又は大腿四頭筋部に筋肉内注

射する。接種前に接種部位をアルコール消毒し、接種に際しては注射針の先端が血

管内に入っていないことを確認すること。同一部位への反復しての接種は避けるこ

と。 

ク 高齢者の肺炎球菌感染症の予防接種にあっては、原則として上腕伸側に皮下接種

又は筋肉内注射により行う。接種前には接種部位をアルコール消毒し、接種に際し

ては注射針の先端が血管内に入っていないことを確認すること。 

ケ 接種用具等の消毒は、適切に行うこと。 

（２）被接種者及び保護者に対して、次に掲げる事項を要請すること。 

ア 接種後は、接種部位を清潔に保ち、接種当日は過激な運動を避けるよう注意し、

又は注意させること。 

イ 接種後、接種局所の異常反応や体調の変化を訴える場合は、速やかに医師の診察

を受け、又は受けさせること。 

ウ 被接種者又は保護者は、イの場合において、被接種者が医師の診察を受けたとき

は、速やかに当該予防接種を行った市町村（特別区を含む。以下同じ。）の担当部

局に連絡すること。 

 

１３ Ａ類疾病の定期接種を集団接種で実施する際の注意事項 

（１）実施計画の策定 

予防接種の実施計画の策定に当たっては、予防接種を受けることが適当でない者を

確実に把握するため、特に十分な予診の時間を確保できるよう留意すること。 

（２）接種会場 

ア 冷蔵庫等の接種液の貯蔵設備を有するか、又は接種液の貯蔵場所から短時間で搬

入できる位置にあること。 

イ ２種類以上の予防接種を同時に行う場合は、それぞれの予防接種の場所が明確に
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区別され、適正な実施が確保されるよう配慮すること。   

（３）接種用具等の整備 

ア 接種用具等、特に注射針、体温計等多数必要とするものは、市町村が準備してお

くこと。 

イ 注射器は、２ミリリットル以下のものを使用すること。 

ウ 接種用具等を滅菌する場合は、煮沸以外の方法によること。 

（４）予防接種の実施に従事する者 

ア 予防接種を行う際は、予診を行う医師１名及び接種を行う医師１名を中心とし、

これに看護師、保健師等の補助者２名以上及び事務従事者若干名を配して班を編制

し、各班員が行う業務の範囲をあらかじめ明確に定めておくこと。 

イ 班の中心となる医師は、あらかじめ班員の分担する業務について必要な指示及び

注意を行い、各班員はこれを遵守すること。 

（５）安全基準の遵守 

市町村長は、医療機関以外での予防接種の実施においては、被接種者に副反応が起

こった際に応急対応が可能なように下記における安全基準を確実に遵守すること。 

ア 経過観察措置 

    市町村長は、予防接種が終了した後に、短時間のうちに、被接種者の体調に異変

が起きても、その場で応急治療等の迅速な対応ができるよう、接種が終わった者の

身体を落ち着かせ、本人、接種に関わった医療従事者又は実施市町村の職員が接種

が終わった者の身体の症状を観察できるように、接種後ある程度の時間は接種会場

に止まらせること。 

イ 応急治療措置 

市町村長は、予防接種後、被接種者にアナフィラキシーショックやけいれん等の

重篤な副反応がみられたとしても、応急治療ができるよう救急処置物品（血圧計、

静脈路確保用品、輸液、エピネフリン・抗ヒスタミン剤・抗けいれん剤・副腎皮質

ステロイド剤等の薬液、喉頭鏡、気管内チューブ、蘇生バッグ等）を準備すること。 

ウ 救急搬送措置 

    市町村長は、被接種者に重篤な副反応がみられた場合、速やかに医療機関におけ

る適切な治療が受けられるよう、医療機関への搬送手段を確保するため、市町村に

て保有する車両を活用すること又は、事前に緊急車両を保有する消防署及び近隣医

療機関等と接種実施日等に関して、情報共有し、連携を図ること。 

（６）保護者の同伴要件 

集団接種については、原則、保護者の同伴が必要であること。 

ただし、政令第１条の３第２項の規定による対象者に対して行う予防接種、政令附

則第４項による日本脳炎の定期接種及びヒトパピローマウイルス感染症の定期接種（

いずれも 13 歳以上の者に接種する場合に限る。）において、あらかじめ、接種する

ことの保護者の同意を予診票上の保護者自署欄にて確認できた者については、保護者

の同伴を要しないものとする。 

また、接種の実施に当たっては、被接種者本人が予防接種不適当者又は予防接種要

注意者か否かを確認するために、予診票に記載されている質問事項に対する回答内容
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に関する本人への問診を通じ、診察等を実施したうえで、必要に応じて保護者に連絡

するなどして接種への不適当要件の事実関係等を確認するための予診に努めること。 

なお、被接種者が既婚者である場合は、この限りではない。 

（７）予防接種を受けることが適当でない状態の者への注意事項 

予診を行う際は、接種場所に予防接種を受けることが適当でない状態等の注意事項

を掲示し、又は印刷物を配布して、保護者等から予防接種の対象者の健康状態、既往

症等の申出をさせる等の措置をとり、接種を受けることが不適当な者の発見を確実に

すること。 

（８）女性に対する接種の注意事項 

政令第１条の３第２項の規定による対象者に対して行う予防接種、政令附則第４項

で定める日本脳炎の定期接種及びヒトパピローマウイルス感染症の定期接種対象者の

うち、13 歳以上の女性への接種に当たっては、妊娠中若しくは妊娠している可能性が

ある場合には原則接種しないこととし、予防接種の有益性が危険性を上回ると判断し

た場合のみ接種できる。このため、接種医は、入念な予診が尽くされるよう、予診票

に記載された内容だけで判断せず、必ず被接種者本人に、口頭で記載事実の確認を行

うこと。また、その際、被接種者本人が事実を話しやすいような環境づくりに努める

とともに、本人のプライバシーに十分配慮すること。 

 

１４ 予防接種に関する記録及び予防接種済証の交付 

（１）予防接種を行った際は、施行規則に定める様式による予防接種済証を交付すること。 

（２）予防接種を行った際、母子健康手帳に係る乳児又は幼児については、（１）に代え

て、母子健康手帳に予防接種の種類、接種年月日その他の証明すべき事項を記載する

こと。 

 

１５ 予防接種の実施の報告 

市町村長は、定期接種を行ったときは、政令第７条の規定による報告を「地域保健・

健康増進事業報告」（厚生労働省大臣官房統計情報部作成）の作成要領に従って行うこ

と。 

 

１６ 都道府県の麻しん及び風しん対策の会議への報告 

「麻しんに関する特定感染症予防指針」（平成 19 年厚生労働省告示第 442 号）及び

「風しんに関する特定感染症予防指針」（平成 26 年厚生労働省告示第 122 号）に基づ

き、都道府県知事は、管内市町村長と連携し、管内における麻しん及び風しんの予防接

種実施状況等を適宜把握し、都道府県を単位として設置される麻しん及び風しん対策の

会議に速やかに報告すること。 

 

１７ 他の予防接種との関係 

（１）乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン、乾燥弱毒生麻しんワクチン、乾燥弱毒生風

しんワクチン、経皮接種用乾燥ＢＣＧワクチン又は乾燥弱毒生水痘ワクチンを接種し

た日から別の種類の予防接種を行うまでの間隔は、27 日以上おくこと。沈降精製百日



9 
 

せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン、沈降精製百日せきジフテリア破傷

風混合ワクチン、不活化ポリオワクチン、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン、沈降ジフ

テリア破傷風混合トキソイド、乾燥ヘモフィルスｂ型ワクチン、沈降 13 価肺炎球菌

結合型ワクチン、組換え沈降２価（４価）ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン、

インフルエンザＨＡワクチン又は 23 価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチンを接

種した日から別の種類の予防接種を行うまでの間隔は、６日以上おくこと。 

（２）２種類以上の予防接種を同時に同一の接種対象者に対して行う同時接種（混合ワク

チンを使用する場合を除く。）は、医師が特に必要と認めた場合に行うことができる

こと。 

 

１８ 長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種の機会の確保 

（１）インフルエンザを除く法の対象疾病（以下「特定疾病」という。）について、それ

ぞれ政令で定める予防接種の対象者であった者（当該特定疾病にかかっている者又は

かかったことのある者その他施行規則第２条各号に規定する者を除く。）であって、

当該予防接種の対象者であった間に、（２）の特別の事情があることにより予防接種

を受けることができなかったと認められる者については、当該特別の事情がなくなっ

た日から起算して２年（高齢者の肺炎球菌感染症に係る定期接種を受けることができ

なかったと認められるものについては、当該特別の事情がなくなった日から起算して

１年）を経過する日までの間（（３）の場合を除く。）、当該特定疾病の定期接種の

対象者とすること。 

（２）特別の事情 

ア 次の（ア）から（ウ）までに掲げる疾病にかかったこと（やむを得ず定期接種を

受けることができなかった場合に限る。） 

（ア）重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じ

させる重篤な疾病 

（イ）白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテ

マトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療

を必要とする重篤な疾病 

（ウ）（ア）又は（イ）の疾病に準ずると認められるもの 

（注）上記に該当する疾病の例は、別表に掲げるとおりである。ただし、これは、

別表に掲げる疾病にかかったことのある者又はかかっている者が一律に予防接

種不適当者であるということを意味するものではなく、予防接種実施の可否の

判断は、あくまで予診を行う医師の診断の下、行われるべきものである。 

イ 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと（やむを得ず定

期接種をうけることができなかった場合に限る。） 

ウ 医学的知見に基づきア又はイに準ずると認められるもの 

（３）対象期間の特例 

ア ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風については、15 歳（沈降精製百

日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチンを使用する場合に限る。）に達

するまでの間 
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イ 結核については、４歳に達するまでの間 

ウ Ｈｉｂ感染症については、10 歳に達するまでの間 

エ 小児の肺炎球菌感染症については、６歳に達するまでの間 

（４）留意事項 

      市町村は、（２）の「特別の事情」があることにより定期接種を受けることができ

なかったかどうかについては、被接種者が疾病にかかっていたことや、やむを得ず定

期接種を受けることができなかったと判断した理由等を記載した医師の診断書や当該

者の接種歴等により総合的に判断すること。 

（５）厚生労働省への報告 

     上記に基づき予防接種を行った市町村長は、被接種者の接種時の年齢、当該者がか

かっていた疾病の名称等特別の事情の内容、予防接種を行った疾病、接種回数等を、

任意の様式により速やかに厚生労働省結核感染症課に報告すること。 

 

１９ 他の市町村での予防接種 

保護者が里帰り等の理由により、居住地以外の市町村で定期接種を受けることを希望

する場合、予防接種を受ける機会を確保する観点から、居住地以外の医療機関と委託契

約を行う、居住地の市町村長から里帰り先の市町村長へ予防接種の実施を依頼する等の

配慮をすること。 

 

２０ 予防接種時の事故の報告 

市町村長は、定期接種を実施する際、予防接種に係る事故の発生防止に努めるととも

に、事故の発生を迅速に把握できる体制をとり、万が一、誤った用法用量でワクチンを

接種した、有効期限の切れたワクチンを接種した等の重大な健康被害につながるおそれ

のある事故を把握した場合には、以下の①から⑧までの内容を任意の様式に記載し、都

道府県を経由して、厚生労働省健康局結核感染症課に速やかに報告すること。 

なお、接種間隔の誤りなど、直ちに重大な健康被害につながる可能性が低い事故につ

いては、都道府県が管内の市町村で毎年４月１日～翌年３月 31 日までに発生した事故

をとりまとめの上、その事故の態様毎の件数のみを毎年４月 30 日までに厚生労働省健

康局結核感染症課に報告すること。 

① 予防接種を実施した機関 

② ワクチンの種類、メーカー、ロット番号 

③ 予防接種を実施した年月日（事故発生日） 

④ 事故に係る被接種者数 

⑤ 事故の概要と原因 

⑥ 市町村長の講じた事故への対応（公表の有無を含む。） 

⑦ 健康被害発生の有無（健康被害が発生した場合は、その内容） 

⑧ 今後の再発防止策 

 

２１ 副反応報告 

  法の規定による副反応報告については、「定期の予防接種等による副反応の報告等の
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取扱いについて」（平成 25 年３月 30 日付健発 0330 第３号、薬食発 0330 第１号厚生労

働省健康局長、医薬食品局長連名通知）を参照すること。 

 

 

第２ 各論 

１ ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風の定期接種 

（１）ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風について同時に行う第１期の予防

接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチンを使用し、初

回接種については生後３月に達した時から生後 12 月に達するまでの期間を標準的な

接種期間として 20 日以上、標準的には 20 日から 56 日までの間隔をおいて３回、追

加接種については初回接種終了後６月以上、標準的には 12 月から 18 月までの間隔を

おいて１回行うこと。 

（２）ジフテリア、百日せき及び急性灰白髄炎について、ジフテリア、急性灰白髄炎及び

破傷風について又は百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風について同時に行う第１期の

予防接種は、（１）と同様とすること。 

（３）ジフテリア、百日せき及び破傷風について同時に行う第１期の予防接種は、沈降精

製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン又は沈降精製百日せきジフテ

リア破傷風混合ワクチンを使用し、初回接種については生後３月に達した時から生後

12 月に達するまでの期間を標準的な接種期間として 20 日以上、標準的には 20 日から

56 日までの間隔をおいて３回、追加接種については初回接種終了後６月以上、標準的

には 12 月から 18 月までの間隔をおいて１回行うこと。 

（４）ジフテリア及び百日せきについて又は百日せき及び破傷風について同時に行う第１

期の予防接種は、（３）と同様とすること。 

（５）ジフテリア及び急性灰白髄炎について、百日せき及び急性灰白髄炎について又は急

性灰白髄炎及び破傷風について同時に行う第１期の予防接種は、（１）と同様とする

こと。 

（６）ジフテリア及び破傷風について同時に行う第１期の予防接種は、沈降精製百日せき

ジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン又は沈降精製百日せきジフテリア破傷風

混合ワクチンを使用した時は、初回接種については生後３月に達した時から生後 12

月に達するまでの期間を標準的な接種期間として 20 日以上、標準的には 20 日から 56

日までの間隔をおいて３回、追加接種については初回接種終了後６月以上、標準的に

は 12 月から 18 月までの間隔をおいて１回行うこと。 

また、沈降ジフテリア破傷風混合トキソイドを使用した時は、初回接種については

生後３月に達した時から生後 12 月に達するまでの期間を標準的な接種期間として 20

日以上、標準的には 20 日から 56 日までの間隔をおいて２回、追加接種については初

回接種終了後６月以上、標準的には 12 月から 18 月までの間隔をおいて１回行うこと

。 

（７）ジフテリア又は破傷風の第１期の予防接種は、（６）と同様とすること。 

（８）百日せきの第１期の予防接種は、（３）と同様とすること。 

（９）急性灰白髄炎の予防接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合
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ワクチンを使用した時は、初回接種については生後３月に達した時から生後 12 月に

達するまでの期間を標準的な接種期間として 20 日以上、標準的には 20 日から 56 日

までの間隔をおいて３回、追加接種については初回接種終了後６月以上、標準的には

12 月から 18 月までの間隔をおいて１回行うこと。 

また、不活化ポリオワクチンを使用したときは、初回接種については、生後３月に

達した時から生後 12 月に達するまでの期間を標準的な接種期間として、20 日以上の

間隔をおいて３回、追加接種については初回接種終了後６月以上、標準的には 12 月

から 18 月までの間隔をおいて１回行うこと。 

（10）第１期の予防接種の初回接種においては、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活

化ポリオ混合ワクチン、沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン又は沈降ジ

フテリア破傷風混合トキソイドのうちから、使用するワクチンを選択することが可能

な場合であっても、原則として、同一種類のワクチンを必要回数接種すること。 

（11）ジフテリア及び破傷風について同時に行う第２期の予防接種は、沈降ジフテリア破

傷風混合トキソイドを使用し、11 歳に達した時から 12 歳に達するまでの期間を標準

的な接種期間として１回行うこと。 

（12）ジフテリア又は破傷風の第２期の予防接種は、（11）と同様とすること。 

（13）ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎又は破傷風のいずれかの既罹患者においては、

既罹患疾病以外の疾病に係る予防接種のために既罹患疾病に対応するワクチン成分を

含有する混合ワクチンを使用することを可能とする。 

   ただし、第２期の予防接種に使用するワクチンは沈降ジフテリア破傷風混合トキソ

イドのみとする。 

（14）急性灰白髄炎の予防接種については、次のことに留意すること。 

ア 急性灰白髄炎の予防接種の対象者については、原則として、平成 24 年９月１日

より前の接種歴に応じた接種回数とすることから、予防接種台帳による確認や保護

者からの聞き取り等を十分に行い、接種歴の把握に努める必要があること。 

イ 平成 24 年９月１日より前に経口生ポリオワクチンを１回接種した者については、

平成 24 年９月１日以降は、急性灰白髄炎の初回接種を１回受けたものとみなす。

なお、平成 24 年９月１日より前に経口生ポリオワクチンを２回接種した者は、定

期接種として受けることはできないこと。 

（15)ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風の予防接種について、平成 26 年４ 

月１日より前に、予防接種実施規則の一部を改正する省令（平成 26 年省令第 22 号。

以下「改正省令」という。）による改正前の予防接種実施規則（以下「旧規則」とい

う。）に規定する接種の間隔を超えて行った接種であって、改正省令による改正後の

予防接種実施規則（以下「新規則」という。）に規定する予防接種に相当する接種を

受けた者は、医師の判断と保護者の同意に基づき、既に接種した回数分の定期接種を

受けたものとしてみなすことができること。 

 

２ 麻しん又は風しんの定期接種 

（１）対象者 

ア 麻しん又は風しんの第１期の予防接種は、乾燥弱毒生麻しんワクチン又は乾燥弱
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毒生風しんワクチン若しくは乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンにより、生後 12

月から生後 24 月に至るまでの間にある者に対し、１回行うこと。この場合におい

ては、早期の接種機会を確保すること。 

イ 麻しん又は風しんの第２期の予防接種は、乾燥弱毒生麻しんワクチン又は乾燥弱

毒生風しんワクチン若しくは乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンにより、５歳以

上７歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の１年前の日から当該始期

に達する日の前日までの間にあるもの（小学校就学前の 1 年間にある者）に対し、

１回行うこと。 

（２）混合ワクチンの使用 

麻しん及び風しんの第１期又は第２期の予防接種において、麻しん及び風しんの予

防接種を同時に行う場合は、乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンを使用すること。 

 （３）接種液の用法 

   乾燥弱毒生麻しんワクチン、乾燥弱毒生風しんワクチン及び乾燥弱毒生麻しん風し

ん混合ワクチンは、溶解後にウイルス力価が急速に低下することから、溶解後速やか

に接種すること。 

（４）一部の疾病に既罹患である場合の混合ワクチン接種 

   麻しん又は風しんの既罹患者においては、既罹患疾病以外の疾病に係る予防接種   

のために既罹患疾病に対応するワクチン成分を含有する混合ワクチンを使用すること

を可能とする。 

 

３ 日本脳炎の定期接種 

（１）日本脳炎の第１期の予防接種は、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンにより、初回接種

については３歳に達した時から４歳に達するまでの期間を標準的な接種期間として６

日以上、標準的には６日から 28 日までの間隔をおいて２回、追加接種については、

初回接種終了後６月以上、標準的にはおおむね１年を経過した時期に、４歳に達した

時から５歳に達するまでの期間を標準的な接種期間として１回行うこと。 

（２）第２期の予防接種は、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンにより、９歳に達した時から

10 歳に達するまでの期間を標準的な接種期間として１回行うこと。 

（３）予防接種の特例 

ア 実施規則附則第４条の対象者（平成 19 年４月２日から平成 21 年 10 月１日に生

まれた者で、平成 22 年３月 31 日までに日本脳炎の第１期の予防接種が終了してい

ない者で、生後６月から 90 月又は９歳以上１3 歳未満にある者） 

（ア）実施規則附則第４条第１項により、残り２回の日本脳炎の予防接種を行う場合

は、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンにより、６日以上の間隔をおいて２回接種す

ること。なお、既に接種済みの１回と今回の接種間隔については、６日以上の間

隔をおくこと。 

（イ）実施規則附則第４条第１項により、残り１回の日本脳炎の予防接種を行う場合

は、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンにより、１回接種すること。なお、既に接種

済みの２回と今回の接種間隔については、６日以上の間隔をおくこと。 

（ウ）実施規則附則第４条第２項による日本脳炎の予防接種は、乾燥細胞培養日本脳
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炎ワクチンにより、６日以上、標準的には６日から 28 日までの間隔をおいて２

回、追加接種については２回接種後６月以上、標準的にはおおむね１年を経過し

た時期に１回接種すること。 

イ 実施規則附則第５条の対象者（平成７年４月２日から平成 19 年４月１日に生ま

れた者で、20 歳未満にある者：平成 17 年５月 30 日の積極的勧奨の差し控えによ

って第１期、第２期の接種が行われていない可能性がある者） 

（ア）実施規則附則第５条第１項により、残り３回の日本脳炎の予防接種を行う場合

（第１期の初回接種を１回受けた者）は、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンにより、

６日以上の間隔をおいて残り２回の第１期接種を行うこととし、第２期接種は、

９歳以上の者に対して、第１期終了後６日以上の間隔をおいて行うこと。 

（イ）実施規則附則第５条第１項により、残り２回の日本脳炎の予防接種を行う場合

（第１期の初回接種が終了した者）は、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンにより、

６日以上の間隔をおいて第１期追加接種を行うこととし、第２期接種は、９歳以

上の者に対して、第１期終了後６日以上の間隔をおいて行うこと。 

（ウ）実施規則附則第５条第１項により、残り１回の日本脳炎の予防接種を行う場合

（第１期の予防接種が終了した者）は、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンにより、

第２期接種として、９歳以上の者に対して、第１期接種終了後６日以上の間隔を

おいて行うこと。 

（エ）実施規則附則第５条第２項から第５項による日本脳炎の予防接種は、乾燥細胞

培養日本脳炎ワクチンにより、第１期の初回接種として６日以上、標準的には６

日から 28 日までの間隔をおいて２回、追加接種については初回接種後６月以上、

標準的にはおおむね１年を経過した時期に１回接種すること。第２期接種は、９

歳以上の者に対して第１期接種終了後、６日以上の間隔をおいて１回接種するこ

と。 

（４）平成 26 年度における予防接種の特例に係る積極的な勧奨 

ア 対象者 

    平成 17 年５月 30 日から平成 22 年３月 31 日までの積極的な勧奨の差し控えによ

り、平成 26 年度に８歳となる者（平成 18 年４月２日から平成 19 年４月１日まで

に生まれた者）及び９歳となる者（平成 17 年４月２日から平成 18 年４月１日まで

に生まれた者）については、第１期の追加接種が、18 歳となる者（平成８年４月２

日から平成９年４月１日までに生まれた者）については、第２期の接種が、それぞ

れ十分に行われていないことから、（３）の接種方法に沿って、平成 26 年度中に

予防接種の積極的な勧奨を行うこと。 

イ 積極的な勧奨に当たって、個別通知を行う際には、予防接種台帳を確認して予防

接種を完了していない者にのみ通知を行う方法又は対象年齢の全員に通知した上で、

接種時に母子健康手帳等により残りの接種すべき回数を確認する方法のいずれの方

法でも差し支えない。 

ウ 積極的勧奨の差し控えが行われていた期間に、定期接種の対象者であった者のう

ち、第１期接種（初回接種及び追加接種）を完了していた者に対しては、市町村長

等が実施可能な範囲で、第２期接種の積極的勧奨を行っても差し支えない。 
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なお、上記以外の者に対する第２期接種の積極的勧奨については、ワクチンの供

給量等を踏まえつつ、平成 27 年度以降、年齢の高い者から順に、できるだけ早期

に積極的な勧奨を実施することとしている。 

（５）厚生労働省においては、厚生労働省ホームページ等を通じて、日本脳炎の予防接種

の対応等に係る情報を提供することとしている。 

   これらの情報を活用して、保護者等に対し、疾患の特性及び感染のリスクが高い者

等に関すること並びに平成 26 年度の予防接種シーズンにおいて予定されているワク

チンの供給量では、積極的な勧奨の差し控えにより接種機会を逸した全ての者に対す

る十分な接種機会の提供が困難な場合があることについて、情報提供を行うこと。 

（６）日本脳炎の予防接種について、平成 26 年４月１日より前に、旧規則に規定する接 

種の間隔を超えて行った接種であって、新規則に規定する予防接種に相当する接種を

受けた者は、医師の判断と保護者の同意に基づき、既に接種した回数分の定期接種を

受けたものとしてみなすことができること。 

 

４ 結核の定期接種 

（１）結核の予防接種は、経皮接種用乾燥ＢＣＧワクチンを使用し、生後５月に達した時

から生後８月に達するまでの期間を標準的な接種期間として１回行うこと。 

   ただし、結核の発生状況等市町村の実情に応じて、上記の標準的な接種期間以外の

期間に行うことも差し支えない。 

（２）コッホ現象について 

健常者がＢＣＧを初めて接種した場合は、接種後 10 日頃に針痕部位に発赤が生じ、

接種後１月から２月までの頃に化膿巣が出現する。 

一方、結核既感染者にあっては、接種後 10 日以内に接種局所の発赤・腫脹及び針

痕部位の化膿等を来たし、通常２週間から４週間後に消炎、瘢痕化し、治癒する一連

の反応が起こることがあり、これをコッホ現象という。これは、ＢＣＧ再接種におい

てみられる反応と同一の性質のものが結核感染後の接種において比較的強く出現した

ものである。 

（３）コッホ現象出現時の対応 

ア 保護者に対する周知 

市町村は、予防接種の実施に当たって、コッホ現象に関する情報提供及び説明を

行い、次の事項を保護者に周知しておくこと。 

（ア）コッホ現象と思われる反応が被接種者にみられた場合は、速やかに接種医療     

機関を受診させること。 

（イ）コッホ現象が出現した場合は、接種局所を清潔に保つ以外の特別の処置は不           

要である。反応が起こってから、びらんや潰瘍が消退するまでの経過がおおむね

４週間を超える等治癒が遷延する場合は、混合感染の可能性もあることから、接

種医療機関を受診させること。 

イ 市町村長におけるコッホ現象事例報告書の取扱い 

市町村長は、あらかじめ様式第七のコッホ現象事例報告書を管内の医療機関に配

布し、医師がコッホ現象を診断した場合に、保護者の同意を得て、直ちに当該被接
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種者が予防接種を受けた際の居住区域を管轄する市町村長へ報告するよう協力を求

めること。 

      また、市町村長は、医師からコッホ現象の報告を受けた場合は、保護者の同意を

得て、コッホ現象事例報告書を都道府県知事に提出すること。 

    ウ 都道府県知事のコッホ現象事例報告書の取扱い 

都道府県知事は、市町村長からコッホ現象の報告を受けた場合は、厚生労働大臣

あてにコッホ現象事例報告書の写し（個人情報に係る部分を除く。）を提出するこ

と。 

    エ コッホ現象事例報告書等における個人情報の取扱い 

イにおいて、保護者の同意が得られない場合は、個人情報を除く事項をそれぞれ

報告及び提出すること。 

 

５ Ｈｉｂ感染症の定期接種 

 Ｈｉｂ感染症の予防接種は、初回接種の開始時の月齢ごとに以下の方法により行うこ

ととし、（１）の方法を標準的な接種方法とすること。 

（１）初回接種開始時に生後２月から生後７月に至るまでの間にある者 

乾燥ヘモフィルスｂ型ワクチンを使用し、初回接種については 27 日（医師が必要

と認めた場合には 20 日）以上、標準的には 27 日（医師が必要と認めた場合には 20

日）から 56 日までの間隔をおいて３回、追加接種については初回接種終了後７月以

上、標準的には７月から 13 月までの間隔をおいて 1 回行うこと。ただし、初回２回

目及び３回目の接種は、生後 12 月に至るまでに行うこととし、それを超えた場合は

行わないこと。この場合、追加接種は実施可能であるが、初回接種に係る最後の注射

終了後、27 日（医師が必要と認めた場合には 20 日）以上の間隔をおいて１回行うこ

と。 

（２）初回接種開始時に生後７月に至った日の翌日から生後 12 月に至るまでの間にある

者 

乾燥ヘモフィルスｂ型ワクチンを使用し、初回接種については 27 日（医師が必要

と認めた場合には 20 日）以上、標準的には 27 日（医師が必要と認めた場合には 20

日）から 56 日までの間隔をおいて２回、追加接種については初回接種終了後７月以

上、標準的には７月から 13 月までの間隔をおいて１回行うこと。ただし、初回２回

目の接種は、生後 12 月に至るまでに行うこととし、それを超えた場合は行わないこ

と。この場合、追加接種は実施可能であるが、初回接種に係る最後の注射終了後、27

日（医師が必要と認めた場合には 20 日）以上の間隔をおいて１回行うこと。 

（３）初回接種開始時に生後 12 月に至った日の翌日から生後 60 月に至るまでの間にある

者 

乾燥ヘモフィルスｂ型ワクチンを使用し、１回行うこと。なお、政令第１条の３第

２項の規定による対象者に対しても同様とすること。 

（４）Ｈｉｂ感染症の予防接種について、平成 26 年４月１日より前に、旧規則に規定す 

る接種の間隔を超えて行った接種であって、新規則に規定する予防接種に相当する接

種を受けた者は、医師の判断と保護者の同意に基づき、既に接種した回数分の定期接
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種を受けたものとしてみなすことができること。 

 

６ 小児の肺炎球菌感染症の定期接種 

  小児の肺炎球菌感染症の予防接種は、初回接種の開始時の月齢ごとに以下の方法によ

り行うこととし、（１）の方法を標準的な接種方法とすること。 

（１）初回接種開始時に生後２月から生後７月に至るまでの間にある者 

沈降 13 価肺炎球菌結合型ワクチンを使用し、初回接種については、標準的には生

後 12 月までに 27 日以上の間隔をおいて３回、追加接種については生後 12 月から生

後 15 月に至るまでの間を標準的な接種期間として、初回接種終了後 60 日以上の間隔

をおいた後であって、生後 12 月に至った日以降において１回行うこと。ただし、初

回２回目及び３回目の接種は、生後 24 月に至るまでに行うこととし、それを超えた

場合は行わないこと（追加接種は実施可能）。また、初回２回目の接種は生後 12 月

に至るまでに行うこととし、それを超えた場合は、初回３回目の接種は行わないこと

（追加接種は実施可能）。 

（２）初回接種開始時に生後７月に至った日の翌日から生後 12 月に至るまでの間にある

者 

沈降 13 価肺炎球菌結合型ワクチンを使用し、初回接種については標準的には生後

12 月までに、27 日以上の間隔をおいて２回、追加接種については生後 12 月以降に、

初回接種終了後 60 日以上の間隔をおいて１回行うこと。ただし、初回２回目の接種

は、生後 24 月に至るまでに行うこととし、それを超えた場合は行わないこと（追加

接種は実施可能）。 

（３）初回接種開始時に生後 12 月に至った日の翌日から生後 24 月に至るまでの間にある

者 

沈降 13 価肺炎球菌結合型ワクチンを使用し、60 日以上の間隔をおいて２回行うこ

と。 

（４）初回接種開始時に生後 24 月に至った日の翌日から生後 60 月に至るまでの間にある

者 

沈降 13 価肺炎球菌結合型ワクチンを使用し、１回行うこと。なお、政令第１条の

３第２項の規定による対象者に対しても同様とすること。 

 

７ ヒトパピローマウイルス感染症の定期接種 

（１）ヒトパピローマウイルス感染症の定期接種の対応については、当面の間、「ヒトパ

ピローマウイルス感染症の定期接種の対応について（勧告）」（平成 25 年６月 14 日

付健発 0614 第 1 号厚生労働省健康局長通知）のとおりであること。 

（２）次に掲げる者については、ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に広範な疼

痛又は運動障害を中心とする多様な症状が発生する場合があるため、予診に当たって

は、これらの者の接種について慎重な判断が行われるよう留意すること。 

ア 外傷等を契機として、原因不明の疼痛が続いたことがある者 

イ 他のワクチンを含めて以前にワクチンを接種した際に激しい疼痛や四肢のしびれ

が生じたことのある者 
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（３）ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種に当たっては、ワクチンを接種する目的

、副反応等について、十分な説明を行った上で、かかりつけ医など被接種者が安心し

て予防接種を受けられる医療機関で行うこと。 

（４）ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種に、組換え沈降２価ヒトパピローマウイ

ルス様粒子ワクチンを使用する場合には、13 歳となる日の属する年度の初日から当該

年度の末日までの間を標準的な接種期間とし、標準的な接種方法として、１月の間隔

をおいて２回行った後、１回目の接種から６月の間隔をおいて１回行うこと。ただし

、当該方法をとることができない場合は、１月以上の間隔をおいて２回行った後、１

回目の接種から５月以上、かつ２回目の接種から２月半以上の間隔をおいて１回行う

こと。 

（５）ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種に、組換え沈降４価ヒトパピローマウイ

ルス様粒子ワクチンを使用する場合には、13 歳となる日の属する年度の初日から当該

年度の末日までの間を標準的な接種期間とし、標準的な接種方法として、２月の間隔

をおいて２回行った後、１回目の接種から６月の間隔をおいて１回行うこと。ただし

、当該方法をとることができない場合は、１月以上の間隔をおいて２回行った後、２

回目の接種から３月以上の間隔をおいて１回行うこと。  

（６）組換え沈降２価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンと組換え沈降４価ヒトパピ

ローマウイルス様粒子ワクチンの互換性に関する安全性、免疫原性、有効性に関する

データはないことから、同一の者に両ワクチンを使用せず、同一のワクチンを使用す

ること。 

（７）ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に血管迷走神経反射として失神があら

われることがあるので、失神による転倒等を防止するため、注射後の移動の際には、

保 護者又は医療従事者が腕を持つなどして付き添うようにし、接種後 30 分程度、

体重を預けられるような場所で座らせるなどした上で、なるべく立ち上がらないよう

に指導し、被接種者の状態を観察する必要があること。 

（８）やむを得ず集団接種を行う場合には、（７）を遵守するとともに、ヒトパピローマ

ウイルス感染症は性感染症であること等から、特段の配慮を行うこと。 

（９）ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に広範な疼痛又は運動障害を中心とす

る多様な症状が発生した場合、次に掲げる事項について適切に対応すること。 

ア 法の規定による副反応報告の必要性の検討 

イ 当該予防接種以降のヒトパピローマウイルス感染症の予防接種を行わないことの

検討 

ウ 神経学的・免疫学的な鑑別診断及び適切な治療が可能な医療機関の紹介 

（10）ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種について、平成 26 年４月１日より前に、

旧規則に規定する接種の間隔を超えて行った接種であって、新規則に規定する予防接

種に相当する接種を受けた者は、医師の判断と保護者の同意に基づき、既に接種した

回数分の定期接種を受けたものとしてみなすことができること。 

 

８ 水痘の定期接種 

（１）対象者 
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水痘の予防接種は、生後 12 月から生後 36 月に至るまでの間にある者に対し、乾燥

弱毒生水痘ワクチンを使用し、生後 12 月から生後 15 月に達するまでの期間を１回目

の接種の標準的な接種期間として、３月以上、標準的には６月から 12 月までの間隔

をおいて２回行うこと。 

（２）平成 26 年 10 月１日より前の接種の取扱い 

ア 平成 26 年 10 月１日より前に、生後 12 月以降に 3 月以上の間隔をおいて、乾燥弱

毒生水痘ワクチンを２回接種した（１）の対象者は、当該予防接種を定期接種とし

て受けることはできないこと。 

イ 平成 26 年 10 月１日より前に、生後 12 月以降に乾燥弱毒生水痘ワクチンを 1 回接

種した者は、既に当該定期接種を 1 回受けたものとみなすこと。 

ウ 平成 26 年 10 月１日より前に、生後 12 月以降に３月未満の期間内に２回以上乾燥

弱毒生水痘ワクチンを接種した者は、既に当該定期接種を 1 回受けたものとみなす

こと。この場合においては、生後 12 月以降の初めての接種から 3 月以上の間隔を

おいて 1 回の接種を行うこと。 

（３）予防接種の特例 

   平成 26 年 10 月１日から平成 27 年３月 31 日までの間は、生後 36 月に至った日の

翌日から生後 60 月に至るまでの間にある者についても定期接種の対象とすること。

接種の方法としては、乾燥弱毒生水痘ワクチンを使用し、1回行うこと。 

これらの者については、生後 12 月以降に 1 回以上乾燥弱毒生水痘ワクチンを接種

した者は、当該予防接種を定期接種として受けることはできないこと。 

 

９ 高齢者の肺炎球菌感染症の定期接種 

（１）対象者 

高齢者の肺炎球菌感染症の予防接種は、次に掲げる者に対し、23 価肺炎球菌莢膜ポ 

リサッカライドワクチンを使用し、１回行うこと。ただし、イに該当する者として既

に当該予防接種を受けた者は、アの対象者から除くこと。 

  ア 65 歳の者 

  イ 60 歳以上 65 歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日 

常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルス 

により免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者 

（２）平成 26 年 10 月１日より前の接種の取扱い 

平成 26 年 10 月１日より前に、23 価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチンを１

回以上接種した者は、当該予防接種を定期接種として受けることはできないこと。 

（３）接種歴の確認 

高齢者の肺炎球菌感染症の予防接種を行うに当たっては、予診票により、当該予防

接種の接種歴について確認を行うこと。 

（４）予防接種の特例 

ア 平成 26 年 10 月１日から平成 27 年３月 31 日までの間、（１）アの対象者につ

いては、平成 26 年３月 31 日において 100 歳以上の者及び同年４月１日から平成

27 年３月 31 日までの間に 65 歳、70 歳、75 歳、80 歳、85 歳、90 歳、95 歳又は
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100 歳となる者とすること。 

    イ 平成 27 年４月１日から平成 31 年３月 31 日までの間、（１）アの対象者につい 

ては、65 歳、70 歳、75 歳、80 歳、85 歳、90 歳、95 歳又は 100 歳となる日の属す

る年度の初日から当該年度の末日までの間にある者とすること。 

 

 

 

 

 



⽔痘、流⾏性⽿下腺炎、⿇疹、⾵疹の⼩児科定点あたり患者報告数の推移
1982年第1週〜2014年第25週（感染症発⽣動向調査：2014年6⽉25⽇現在報告数）
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（幼⼩児）

※⿇疹おたふくかぜ⾵疹混合ワクチン
（⿇疹定期接種時に選択可能であった）

2008年4⽉〜2013年3⽉
⿇疹・⾵疹定期接種

（中学1年⽣，⾼校3年⽣相当）

【国⽴感染症研究所感染症疫学センター作図】
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1978年10⽉〜
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